
令和４年６月

公立大学法人秋田県立大学

令和３年度

公立大学法人秋田県立大学の業務の実績等に関する報告書



令和３年度事業実績の概要 

 
秋田県立大学は、「21 世紀を担う次代の人材育成」「開かれた大学として、秋田県の持続的発展に貢献」を基本理念に掲げ、平成 11 年４月に開学し、

平成18年４月に公立大学法人が設置する大学となりました。法人の運営に当たっては、秋田県から示された中期目標とこれに対応する中期計画に基づき、

年度計画に定める業務を実施しており、当該年度の事業実績は次のとおりです。 

 

1． 教育に関する目標について 

（１） 学生確保の強化 

① 学部学生の確保 

秋田県内をはじめ全国から意欲ある優秀な学生を受け入れるため、一般選抜に加え総合型選抜や学校推薦型選抜など多様な形態の入学者選抜方法

を採り、一般選抜では全国５カ所に会場を設けて入学試験を実施しました。 

その結果、令和４年度入学者選抜試験は、入学定員 390 名に対し、出願者は 1,932 名（前年度 1,673 名）、入学者は 406 名（前年度 416 名）とな

りました。一般選抜においては、募集人員 267 名に対し、出願者は 1,778 名であり、出願倍率は中期計画で定めた数値目標の５倍を上回る 6.7 倍

（前年度 5.6 倍）となりました。また、入学者のうち県内出身者は 154 名（前年度 141 名）、県内出身入学生比率は 37.9％（前年度 33.9％）とな

り、目標の 35％を達成することができました。今後も、県内出身入学生の募集枠を拡充した総合型選抜（※）及び学校推薦型選抜の周知活動を強化

するとともに、引き続き、学長・副学長等による県内高校訪問の実施や、県内の高校教員、保護者を対象とした説明会等の開催により本学を積極的

にＰＲし、県内出身入学生の確保に取り組んでまいります。 

※総合型選抜：秋田県内高校在籍者を対象とし、全学部全学科で導入した主体性や意欲を重視する入試制度 

② 大学院学生の確保 

優秀な大学院学生の確保は大きな課題であり、学生の受入れ増加策として、優秀学生を対象とした奨学金制度や、10 月入学、長期履修学生制

度、早期修了制度、特別早期修了制度などを設けており、これらについて、学内者はもとより社会人を含む学外者への情報発信に努めました。 

また、システム科学技術研究科の博士前期課程の専攻改組（後述）１年目にあたり、部局横断型の“特色あるプログラム”を新設、パンフレット

等で学部生に周知しました。 
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その結果、令和４年度４月入学者選抜試験においては、入学定員 91 名に対し、出願者 127 名（前年度 93 名）、入学者 113 名（前年度 81 名）、

研究科別では、システム科学技術研究科では入学定員 58 名に対し入学者 78 名（前年度 57 名）、生物資源科学研究科では入学定員 33 名に対し入学

者 35名（前年度 24名）となりました。 

収容定員充足率は 107.2％（前年度 87.7％）となり、目標を達成しました。特に従来からの課題である博士後期課程については、社会人の入学者

も増加しており、引き続き、在学生に対する早期からの大学院進学の働きかけや社会人学生の受入れ強化等により、学生確保に取り組んでまいりま

す。 

  

（２） 教育の充実 

本学は、学生が自らを磨くことができる基礎能力を基盤として「問題発見・解決能力」及び「コミュニケーション能力」の２つの能力を備えた職業

人を育成するため、「クサビ型カリキュラム」や「学生自主研究制度」及び「少人数教育」を実施しています。これらによる学生と教員との距離の近

さが、学生の早期からの専門分野に関する高い知的好奇心と旺盛な学修意欲の醸成につながっています。 

なお、授業については、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、前期・後期セメスターにおいて、感染拡大防止策を十分に講じた上で対面方式を

基本とし、必要に応じてオンライン方式を活用しました。 

① 学部教育の充実 

学生自主研究制度を継続し、学部低学年から学生が主体となり研究に取り組む機会を提供することで研究への興味や意欲を喚起したほか、「ジェ

ネリックスキルテスト（※）」等を活用し、個々の学生の学修時間の把握及び卒業認定・学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）で定めた身につ

く能力の修得状況の確認に加え、成績評価分布の検証などを行い、「単位の実質化」に向けた取組を推進しました。 

※学生の「ジェネリックスキル（社会で求められる汎用的な能力・態度・志向）」を複合的に評価し、可視化することで育成に繋げるテスト 

② 大学院教育の充実 

システム科学技術研究科博士前期課程の専攻改組による総合システム工学専攻及び共同サステナブル工学専攻の設置に係る取組において、特色あ

るプログラムとして再生可能エネルギーや輸送機械、大規模木造建築、スマート農業に関する教育プログラムを構築し、プログラムの履修要件を定

め、各科目のシラバスを作成しました。また、両専攻の設置届をそれぞれ文部科学省に提出しました。 
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③ 教育力の向上 

ＦＤでの授業改善活動の他、教育改革・支援センターが中心となり、統合学生データベースを活用して入試成績と入学後の成績や進路、休退学傾

向との関連性など様々なデータの分析を行うとともに、新入生アンケートや学生の成長度合いを調査するアンケートを実施し、調査結果を他大学の

調査結果と比較するなど、学修成果の可視化に向けた基礎データの収集と分析を継続して行いました。分析結果は、学内で共有され、教育改革や入

試改革等の検討に活かされています。加えて、中央教育審議会大学分科会において作成された「教学マネジメント指針」を受け、教学マネジメント

ワーキンググループで教学改善のＰＤＣＡサイクルの確立に向けて協議を進め、卒業認定・学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）及び教育課程

編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー）の改訂を行いました。また、新たな卒業認定・学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）に定めた学

生が身に付けることができる能力をシラバスに明示し、学生の在学中に身に付く能力を明確にしました。 

 

（３） 学生支援の強化 

① 学修支援 

カリキュラムマップ、カリキュラムツリーや履修モデル等を提示するとともに、創造科学の基礎（システム科学技術学部）やフレッシャーズセミ

ナー（生物資源科学部）の授業において、学修ポートフォリオの活用について指導を行い、学生が自ら計画を立て意欲的に学修に取り組めるよう促

しました。また、入学予定者を対象に、入学前の添削指導やスクーリング授業を実施するとともに、基礎学力が不足している学生に対しては、入学

後に基礎講座を開講し、大学において必要な基礎学力の向上を図りました。加えて、教員により選書された専門書や、学生からのリクエスト図書を

計画的に配備するとともに電子媒体資料のアクセス環境を整えることにより、学生の修学に係る利便性を高めました。また、貸出用ノートパソコン

の台数を増やし、オンライン講義や就職活動のオンライン面接等へサポートしました。また、教育支援システムの活用に関するセミナーに教職員が

参加し、同システムの効果的な活用方法について他大学の事例等を学内教員に紹介しました。 

② 学生生活支援 

コロナ禍で学生の課外活動が制約される中、安全面に最大限配慮し、学内におけるイベントの企画・実施や学生が主体となった地域との交流活動

等を運営・予算の両面から支援しました。新型コロナウイルス感染拡大防止に向けた措置として、各所で行われたワクチンの職域接種を積極的に活

用し、会場までの移動手段の確保等、接種を受けやすい環境を整えました。また、抗原検査等のキットを各キャンパスで常備し、学生が安心して学
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生生活を送れる環境を整えました。 

本学独自の経済的な支援策としての授業料減免制度の他、国の修学支援新制度による授業料等減免制度を運用し、授業料減免適用者数は延べ 505

名（前期257名・後期248名）で、学生総数に占める割合は13.9％、減免額は計97百万円となり、授業料総額に占める割合は9.9％となりました。

同じく入学料減免適用者数は61名で、学部入学生総数に占める割合は14.7％、減免額は計12百万円となり、学部入学生の入学料総額に占める割合

は 7.8％となりました。また、優秀な学部学生が大学院進学を選択できる環境を整えるため、大学院博士前期課程の学生を対象にした大学院優秀学

生奨学金制度を継続し、成績基準を満たした 57 名（１年生 25名、２年生 32 名）に対して年間授業料相当額又は年間授業料相当額の半額、計 22百

万円を給付するなど、諸制度の運用により経済面から修学を支援しました。 

③ キャリア教育・就職支援 

コロナ禍における様々な制約の中、オンラインも併用したキャリアガイダンス・進路ガイダンスを、両学部で実施しました。学生が希望する業

界・企業の開拓等のため行っている企業訪問も、県内企業は主に対面で、県外企業はオンラインで行いました。また、県内外企業向けの合同企業

セミナーもオンラインで実施し、企業の採用担当者と学生が直接対話をする機会を創出しました。この結果、令和４年３月学部卒業生の就職希望

者に対する就職内定率は５年連続で 100％となり、社会が求める人材を育成して送り出すことができました。今後は、令和５年３月卒業予定者に対

し面談指導等、きめ細かな就職支援を行い、引き続き就職を希望する学生の全員が就職できるよう取り組んでまいります。 

 

２．研究に関する目標について 

（１）先端的・独創的研究や特色ある研究の推進 

本中期計画では研究に係る基本方針として、「秋田県の地域特性や課題に対応した研究の重点的な推進」「県内産業における技術開発等の強力な支

援」という方向性を示しており、秋田県の重点技術課題に対応した研究や農工連携研究など組織横断的な研究の推進に向け、繰越積立金を活用して１

課題当たり３年間で総額20百万円を措置する「学長特別研究プロジェクト」を当該年度も継続実施するとともに、企業や公設試験研究機関との連携研

究を柱とする「産学連携推進事業」に研究費を配分しました。 

また、アグリイノベーション教育研究センター（ＡＩＣ）を開設するとともに、内閣府の地方創生推進交付金の採択を受けた秋田県の「秋田版スマ

ート農業モデル創出事業費補助金（最長５年、事業規模最大 1,670 百万円）」の交付を受け、事業計画に基づき研究活動や地域貢献活動を行いまし
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た。このうち、令和３年度は、研究機器・施設の購入や研究拠点への Wi-Fi 環境整備、共同研究契約を主として行い、研究・地域貢献活動の基盤整備

を行いました。また、令和４年度に開講するスマート農業指導士育成プログラムについて、教材制作、受講者募集活動を行い、１期生として23名の令

和４年度受講生を決定しました。 

 

（２）外部研究資金の獲得強化 

学長プロジェクト研究「創造的研究」等の学内研究支援制度の実施により、外部研究資金獲得件数は 378 件（前年比 1.3％減、５件減）、獲得金額

は総額 975 百万円（前年比 75.7％増、420 百万円増）となりました。このうち、科学研究費補助金獲得件数は 98 件（前年比 3.0％減、３件減）、獲得

金額は総額 194 百万円（前年比 7.8％増、14百万円増）となりました。 

 

（３）研究成果の活用 

アグリビジネス創出フェア2021において活動展示４件、ＪＳＴ新技術説明会において２件の研究発表を行いました。県内外の企業と新たに特許発明

について７件の技術移転契約を締結しました。その他、共有特許権の相手持分の譲り受け１件、本学特許権の譲渡６件、本学の特許を受ける権利の譲

渡３件、特許出願を 16件行いました。 

 

３．地域貢献に関する目標について 

（１）県内産業の支援 

① 産業振興への寄与 

学部・研究科、研究所がそれぞれの研究資源等に基づき、本荘由利テクノネットワーク、秋田県農業法人協会、秋田県木材加工推進機構などの

団体、地元企業等と連携した活動を展開したほか、地域連携・研究推進センターを中心に、県内の公設試験研究機関との定期的な意見交換・情報

交換を行いました。 

② コーディネート機能の強化 

コーディネーターや教員が 98 件の技術相談等に応じ、相談内容によっては、コーディネーター等が相談先に出向き対応するなど、きめ細かな対
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応を行いました。 

以上の取組により、県内の企業・自治体・公設研究機関等からの受託・共同研究の受入件数は、当該年度の数値目標である 60 件を上回る 76 件

（受託研究 16件、共同研究 60件）となり、県内企業等における技術開発等を積極的に支援しました。 

 

（２）地域社会への貢献 

① 地域で活躍する人材の輩出 

「ジョブシャドウイング（職場観察型１日インターンシップ）」を夏期と春期に実施し、県内企業 17社で延べ 75名の学生が参加しました。県内

就職を視野に入れる学生に向けては、県内の業界・企業への理解を深めるガイダンスや個別の企業見学会を実施したほか、県内企業を中心とした

合同企業セミナーを実施し、県内企業と学生の接点をつくる取組を行いました。また、企業への対応として、県内企業への訪問(100 社)などの機会

を利用し、学生の動向等に関する情報提供や早期の求人票提出を働きかけました。こうした取組を行いましたが、学部４年生の県内出身者が比較

的少なかったこともあり、令和４年３月卒業生の就職決定者に占める県内企業・事業所への就職者の割合は 24.6％となり、数値目標である 28.0％

を達成できませんでした。今後も、引き続き県内企業・事業所への就職支援に取り組んでまいります。 

② 地域課題解決・地域活性化への支援 

システム科学技術研究科専攻改組における特色あるプログラムの一つとして実施予定の「再生可能エネルギー教育プログラム」を構築、専攻改

組の準備を進めました。また、「産学官共同電動化システム開発事業（地方大学・地域産業創生交付金）」における、地域産業を担う起業家精神

をもった人材の育成については、秋田大学と連携したオープンカレッジ連続授業を全７回開催し、本学の学生や県内企業の方など延べ約 224名が受

講しました。 

③ 学校教育への支援 

スーパーサイエンスハイスクール（ＳＳＨ）、地域との協働による高等学校教育改革推進事業などの指定校における探求活動や研究指導など、

県内高校が実施する教育プログラムに 22 名の教員が参画しました。 

④ 生涯学習への支援 

公開講演会については、本学と連携協定を締結している劇団わらび座及び秋田ケーブルテレビとの共同実施により連携特別公演「ドラマティッ
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ク あきた学」を対面方式で開催し、364 名の参加がありました。 

一方、本学教員を講師とした読売新聞秋田支局との共催による「県大・読売講座」については、オンライン方式で計３回開催し、延べ406名の参

加がありました。 

 

４．国際交流・他大学との連携に関する目標について 

（１）国際交流の推進 

新型コロナウイルスの世界的な感染拡大の影響により、サバティカル研究制度による教員２名の研修派遣（派遣先：ドイツ、アメリカ）を次年度

以降に延期しています。また、コロナ禍のため海外渡航を伴わないオンライン学生交流等を検討し、教員から提案のあった６件のオンラインプログ

ラムに計 78 名の学生が参加しました。また、オンラインによる語学研修と英会話受講の支援を行い、カナダのビクトリア大学語学研修に 18 名、オ

ンライン英会話支援事業に９名参加しました。国際教養大学との交流事業による共同開講科目には本学から４名参加しました。 

 

（２）他大学等との連携 

県内国公立４大学の連携協力協定に基づく連携協力事業については、４大学に所属する学生を対象に未来のアイディア募集事業を実施（応募総数

22 件）し、12月に最終審査会を開催（参加者数約 50 名）し、グランプリ等を決定しました。 

 

５．業務運営の改善に関する目標について 

（１）組織運営の効率化及び大学運営の改善 

① 組織運営 

各本部・部局において、担当業務の運営に関するアクションプランを各本部・部局において策定・実施し、ＰＤＣＡサイクルを機能させ、そ

の遂行状況を全学的にモニタリングし、組織運営全般についての進行管理を行うとともに、リスク管理委員会において大学運営に係るリスクの

収集・分析・対策の検討を行いました。 

新型コロナウイルス感染症への対応としては、本学独自の運営基準（ＢＣＰ）を基に、感染状況や秋田県からの要請等を踏まえ、対応方針を
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改定・発出するなど、学内における統一的な対応を図り、迅速・柔軟な組織運営を行いました。 

ＩＲ推進センターにおいて、大学運営、教育研究等に関する各種情報の収集、整理、分析を行い、「ファクトブック 2021」を作成しました。 

② 人事管理 

平成 18 年度の法人化に当たり、優秀な人材の確保と活動実績が適切に反映される人事制度を構築する観点から、評価制度・任期制・年俸制を

導入しており、当該年度は契約満了となる 27 名の教員について任期中における総合評価を実施し、評価結果に基づき再任の可否を判断するとと

もに、次期の契約年俸を決定しました。また、事務局職員の配置については、今後発生する定年退職者の先行補充のため、新たに３名を採用し

たほか、事務職員のキャリアパスに配慮のうえ４月と７月に人事異動を行い、業務の執行体制を整えました。 

 

（２）財務内容の改善 

秋田県からの運営費交付金の減少に対応し、一般管理費の縮減に努めたほか、外部研究資金や技術移転による特許実施許諾料収入等の獲得に力

を入れました。また、地方独立行政法人法第 40 条の規定による目的積立金及び繰越積立金の一部について、それぞれ、施設設備の改修や更新、プ

ロジェクト研究の財源に充てました。また、開学 20 周年記念募金により設置した「秋田県立大学ふるさと元気創成基金」の事業として、修学支援

やアクティブ人材への奨励金支給事業を実施したほか、広告収入の確保に向けた取組を進めました。 

 

（３）情報の発信 

情報を届けたい対象や情報の内容等に応じて、各種パンフレットや広報誌、ウェブサイト、動画コンテンツ、ＳＮＳなど様々な広報媒体を相互

に連携させ、複合的に情報を発信しました。特に、オンライン授業への取組や授業風景など、より視覚的・直感的に伝える動画コンテンツを新た

に制作しＳＮＳ等で効果的に配信しました。また、オンラインによる記者会見や取材対応など、非対面型のメディアリレーションズにより、広く

情報を発信しました。また、新たに設置したＳＤＧｓ推進会議において、「ＳＤＧｓ達成に向けた宣言書」を決定し、秋田県のＳＤＧｓパートナ

ーに登録・公表しました。 

 

６．決算について 

- 8 -



 

 
 

（１）経営状況 

① 経営成績 

当該年度の損益計算による経営成績は、経常収益54億８千５百万円に対し、経常費用52億６千８百万円であり、臨時損益を差し引いた当期純

利益は１億７千４百万円となりました。これに繰越積立金取崩５千７百万円及び目的積立金取崩２千４百万円を加えた当期総利益は２億５千５

百万円となりました。 

また、当初予算と決算との比較では、収支差額は３億２千６百万円となりました。収支別では、収入は７億４千１百万円の増となり、主な内

訳は、修学支援法に基づく授業料等減免事業費補助金や新型コロナウイルス感染症対応支援事業費補助金、地方創生推進交付金などの諸補助金

収入が４億１千２百万円の増、受託研究等事業収入が６千６百万円の増、繰越積立金及び目的積立金取崩が２億３千５百万円の増などとなって

います。支出は４億１千５百万円の増となり、主な内訳は、繰越積立金及び目的積立金の取崩による教育施設管理費や研究機器更新経費の増加

並びに採択補助金の執行による補助金事業費の増加により教育研究費が増加し、業務費については５億７千４百万円の増、新規採用の繰り延べ

や自己都合退職等により人件費が２億４百万円の減、受託研究等事業収入の増加に伴い、受託等事業費が５千３百万円の増などとなっていま

す。 

② 財政状態 

当該年度の財政状態は、資産総額 265 億９百万円に対し、負債総額が 36億４千５百万円、純資産総額が 228 億６千４百万円となりました。 

資産の内訳は固定資産が 249 億２千４百万円、流動資産が 15 億８千５百万円であり、負債の内訳は、資産勘定の見合い勘定である資産見返負

債等の固定負債が 27 億４千１百万円、未払金や預り金等の流動負債が９億４百万円となりました。純資産の内訳は、秋田県からの出資である資

本金が314億１千９百万円（うち土地101億４千７百万円、建物212億７千２百万円）、出資財産のうち建物等の特定償却資産の減価に対応した

損益外減価償却累計額等の資本剰余金が△92 億８千５百万円、積立金や当期総利益を合わせた利益剰余金が７億３千万円となりました。 

 

（２）利益の処分 

当期総利益のうち、大学院学生定員未充足分は、地方独立行政法人法第 40 条第１項の規定に基づき積み立てることとします。これ以外の利益

は、受託研究・事業等の外部資金の増加や、効率的な業務運営による経費節減等に努めた結果であり、同法第 40 条第３項の規定に基づき秋田県知
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事の承認手続きを経た上で、中期計画で定める教育研究の質の向上、組織運営及び施設設備の改善を図るための経費に充てることを目的とした教

育研究・施設設備等整備積立金として、より充実した大学運営に資することとします。 
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自己
評価

自己
評価

 Ⅰ 教育に関する目標を達成するための措置 Ａ  Ⅴ 業務運営の改善に関する目標を達成するための措置 Ａ

 １ 学生確保の強化 Ａ  １ 組織運営の効率化及び大学運営の改善 Ａ

（１）学部学生の確保 Ａ （１）組織運営 Ａ

（２）大学院学生の確保 Ａ （２）教育研究組織等の改善 Ａ

 ２ 教育の充実 Ａ （３）人事管理 Ａ

（１）学部教育の充実 Ａ  ２ 財務内容の改善 Ａ

（２）大学院教育の充実 Ａ （１）自己財源の確保 Ａ

（３）教育力の向上 Ａ （２）経費の節減 Ａ

 ３ 学生支援の強化 Ａ  ３ 自己点検・評価等の実施及び情報発信 Ａ

（１）学修支援 Ａ （１）自己点検・評価等 Ａ

（２）学生生活支援 Ａ （２）大学情報の発信 Ａ

（３）キャリア教育・就職支援 Ｓ  ４ その他業務運営に関する事項 Ａ

 Ⅱ 研究に関する目標を達成するための措置 Ａ （１）安全等管理体制の充実 Ａ

 １ 先端的・独創的研究や特色ある研究の推進 Ａ （２）教育研究環境の整備 Ａ

 ２ 外部研究資金の獲得強化 Ａ （３）情報セキュリティ対策の強化 Ａ

 ３ 研究成果の活用 Ａ （４）コンプライアンスの徹底 Ａ

 Ⅲ 地域貢献に関する目標を達成するための措置 Ａ  Ⅵ 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画 Ａ

 １ 県内産業の支援 Ａ  Ⅶ 短期借入金の限度額 －

（１）産業振興への寄与 Ａ  Ⅷ 出資等に係る不要財産等の処分に関する計画 －

（２）コーディネート機能の強化 Ａ  Ⅸ 重要な財産の譲渡等に関する計画 －

 ２ 地域社会への貢献 Ａ  Ⅹ 剰余金の使途 Ａ

（１）地域で活躍する人材の輩出 Ｂ Ⅺ Ａ

（２）地域課題解決・地域活性化への支援 Ａ

（３）学校教育への支援 Ａ （参考）

（４）生涯学習への支援 Ａ

Ⅳ Ａ

 １ 国際交流の推進 Ａ

（１）海外大学等との学術交流の促進 Ａ

（２）国際感覚を備えた人材の育成 Ａ

 ２ 他大学等との連携の強化 Ａ

　業務の大幅な改善が必要である。 Ｄ

　特に優れた実績を上げている。　 Ｓ

自　己　評　価　結　果　一　覧　（　秋　田　県　立　大　学　）

評　　　　　　価　　　　　　項　　　　　　目 評　　　　　　価　　　　　　項　　　　　　目

法第４０条第４項の規定により業務の財源に充てることができる積立金の処分に関する計画

評価基準

　年度計画を十分には達成できていない 。（80％未満） Ｃ

評価

国際交流・他大学等との連携に関する目標を達成するための措置 　年度計画どおり実施している。（100％以上） Ａ

　概ね年度計画を実施している。（80％以上100％未満） Ｂ
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自己評価

自己評価

①広報活動の強化 ①広報活動の強化

ア　本学ウェブサイトや進学情報サ
　イト、ＳＮＳ（ソーシャル・ネッ
　トワーキング・サービス）、大学
　総合案内誌・パンフレット等、多
　様な広報媒体を積極的に活用し、
　進路決定の段階に応じたタイム
　リーな情報発信を行う。

ア　これまでの進学情報サイトでの情報発
　信に加え、本学ウェブサイトでの広報ス
　タイルを見直し、ウェブオープンキャン
　パスや入試情報、学生生活など、年間を
　通して幅広い情報を受験生や保護者に提
　供できる新しいコンテンツを制作する。

○本学のウェブサイトにウェブオープンキャ
ンパスバナーを新設し、新たなコンテンツ
を掲載することで年間を通して受験生や保
護者等に本学の魅力を発信した。また、Ｓ
ＮＳを活用して高大接続塾ハイレベル講座
や入試関連の情報などを発信した。

イ　高校生の本学に対する認知度に
　応じた戦略的な学生募集広報を行
　うとともに、進路決定に強い影響
　力をもつ高校教員や保護者に向け
　た情報発信を強化する。

イ　出願者の多い都道府県や高校の詳細な
　分析を行い、これまで未実施だったエリ
　アでの大学説明会等を新たに企画する。
　また、ＰＴＡを対象とするキャンパス見
　学ツアーや「毎週土曜日は県大の日」の
　周知活動を強化するとともに、高校教員
　との情報交換会の内容の充実を図る。

○前年度未実施であった山形県、福島県、静
岡県の大学説明に参加した。準備を進めて
いたＰＴＡを対象とする大学説明会はコロ
ナ禍のため、実施には至らなかったが、受
験生・保護者向けには「土曜日は県大の
日」（個別予約型面談）を開催し、参加し
た30組の受験生・保護者に対し本学の魅力
を発信した。また、高校教員向けに入試説
明会を開催し、58名の高校教員が参加し
た。

公立大学法人秋田県立大学の業務の実績等（項目別）

Ⅰ　教育に関する目標を達成するための措置 Ａ

１　学生確保の強化 Ａ

中　期　計　画　の　項　目 年　度　計　画　の　項　目 年　度　計　画　に　係　る　実　績

（１）学部学生の確保 Ａ
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自己評価

②県内出身学生の確保 ②県内出身入学生の確保 
ア　推薦入試制度等の見直しによ
　り、県内出身者を対象とした新た
　な入試区分を設け、県内出身入学
　生の一層の確保に取り組む。

ア　県内出身者を対象とした総合型選抜・
　学校推薦型選抜入試を実施する。また、
　進学推進員の活動から得られた高校現場
　からの情報等を活用して、これらの入試
　区分への出願動向の分析を行うとともに
　、出願期間や出願条件、試験内容などに
　ついての検証を行い、県内出身入学生の
　確保に向けた長期的な戦略を検討する。

○前年度より開始した新入試制度の情報交換
のため、進学推進員による県内高校訪問を
強化し、総合型選抜（※）の出願倍率は1.9
倍であった。また、進学推進員による県内
外の高校訪問から得られた情報や総合型選
抜後のアフターフォロー訪問も継続し、得
られた情報を組織で共有し、令和４年度の
募集活動や入試の検証に活用した。

※総合型選抜：秋田県内高校在籍者を対象
とし、全学部全学科で導入した主体性や意
欲を重視する入試制度。

イ　高大連携事業の推進により、県
　内の高校生が本学の特色ある教
　育・研究に触れる機会を設けると
　ともに、県内出身学生を対象とし
　た奨学金制度の充実などを図り、
　県内出身者の出願を促す。

イ　高大接続塾ハイレベル講座の実施に加
　え、ライブ配信やオンデマンド配信を活
　用した出前講義などにより、本学の充実
　した教育・研究環境に触れる機会を設け
　る。また、入試ガイドブックなどを活用
　して、県内出身学生向け入学生特待生制
　度（奨学金制度）の周知を強化し、県内
　出身者の出願を促す。

○高大接続塾ハイレベル講座(数学・生物・化
学）を８月と３月に実施し、県内28校131名
の受講希望者に対して講座を開講した。ま
た、令和４年４月入学者向け入試ガイドに
入学生特待生制度（奨学金制度）を新たに
掲載するなど、県内出身学生向けの周知活
動の強化を図った。

③入学者受入れの方針（アドミッショ
ン・ポリシー）に基づき、国の高大接
続改革（大学入学者選抜改革）に対応
した多面的な評価方法による入学者選
抜を実施し、高い学修意欲と目的意識
をもった学生を確保する。

③入学者受入れ方針（アドミッション・ポリ
シー）に基づいた適切な入学者選抜が行わ
れるよう、国の高大接続改革（大学入学者
選抜改革）の趣旨を踏まえ、多面的、総合
的評価を実施する。

○総合型選抜や学校推薦型選抜において、入
学者選抜の適正な実施を継続するために改
良した評価指標を活用して面接やプレゼン
テーションを実施し、多面的、総合的評価
を継続して行った。

☆数値目標
・一般選抜試験出願倍率: ５倍以上
・県内出身入学生比率：35％以上

☆数値目標
・一般選抜試験出願倍率：５倍以上
・県内出身入学生比率：35％

☆実績
・一般選抜試験出願倍率：6.7倍
・県内出身入学生比率：37.9％

中　期　計　画　の　項　目 年　度　計　画　の　項　目 年　度　計　画　に　係　る　実　績
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自己評価

①学部低年次の学生を対象とする大学院
説明会等を開催し、早期から本学大学
院の魅力を周知するとともに、優秀な
学部学生の進学を促すための奨学金制
度を継続し、優秀な学生を確保する。

①学部学生向け大学院説明会のほか、高校生
向けの進学説明会や新たに開催する一般向
けの大学院生研究発表会などでも本学大学
院の魅力を発信し、大学院進学を目指す学
生の増加を図る。また、優秀な学部学生を
対象とする「大学院優秀学生奨学金制度」
を継続し、大学院への進学を経済面から支
援する。

○学部学生の大学院進学を促すため、進路ガ
イダンスでの説明会や研究室訪問を行った
ほか、高校生向けの進学説明会などでも本
学大学院の魅力を発信した。また、システ
ム科学技術研究科の博士前期課程の専攻改
組（後述）１年目にあたり、部局横断型の
“特色あるプログラム”を新設、パンフ
レット等で学部生に周知した。大学院優秀
学生奨学金制度では、当該年度入学者25名
（年間授業料相当額給付対象者13名、年間
授業料相当額の半額給付対象者12名）を新
たに認定し、前年度認定者（博士前期課程
２年生）32名（年間授業料相当額給付対象
者14名、年間授業料相当額の半額給付対象
者18名）と合わせた計57名に対して計2,236
万円を給付し、経済面での支援を行った。

②社会人の多様な学修形態に対応したカ
リキュラム構成や受入体制などをＰＲ
し、社会人学生を積極的に受け入れ
る。

②社会人学生の確保に向け、大学院での研究
テーマ、各種受入制度、大学院で学ぶ魅力
等を社会人向け大学院パンフレット等を活
用し周知する。また、県内企業におけるリ
カレント教育に対するニーズに応じたカリ
キュラムを提供し、社会人学生を積極的に
受け入れる。

○大学院進学促進用のパンフレット
「VISION(大学院)」及び「大学院進学の勧
め」を活用しながら大学院での研究テーマ
や長期履修学生制度、早期修了制度、特別
早期修了制度などのＰＲに努め、当該年度
は博士後期課程において社会人学生３名
（生物資源科学専攻３名）の受入れに至っ
た。

☆数値目標
・大学院収容定員充足率：100％

☆数値目標
・大学院収容定員充足率：100％

☆実績
・大学院収容定員充足率：107.2％

中　期　計　画　の　項　目 年　度　計　画　の　項　目 年　度　計　画　に　係　る　実　績

（２）大学院学生の確保 Ａ
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自己評価

自己評価

○授業については、新型コロナウイルス感染
拡大防止のため、前期・後期セメスター共
に感染拡大防止策を十分に講じた上で対面
方式を基本とし、必要に応じてオンライン
方式を活用した。

①問題発見・解決能力を備えた人材を育
成するため、カリキュラムマップや履
修モデルの作成等を通じ、学位授与方
針（ディプロマ・ポリシー）及び教育
課程の編成・実施方針（カリキュラ
ム・ポリシー）に基づく体系的な教育
課程を編成する。

①前年度に改訂した卒業認定・学位授与の方
針（ディプロマ・ポリシー）及び教育課程
編成・実施の方針（カリキュラム・ポリ
シー）に基づき、カリキュラムマップや履
修モデルについて、学位授与方針に定めた
能力の獲得に向けた体系的な教育課程と
なっているかの検証を継続する。

○カリキュラムマップをリニューアルし、卒
業認定・学位授与の方針（ディプロマ・ポ
リシー）に定めた能力の獲得に向けた体系
的な教育課程となっていることを確認し
た。合わせて、ディプロマ・ポリシーに定
めた能力等の修得状況を把握するため、卒
業生（卒業後２～４年）にアンケートを実
施し、概ね定めた通りの能力を身に付けて
いることを確認した。

②学生自主研究制度を継続するととも
に、授業におけるアクティブラーニン
グの拡大を図り、学生の能動的・主体
的な学修を促す。

②学生自主研究制度を継続し、学部低年次学
生の研究への興味と意欲を喚起するととも
に、学生の問題解決能力とプレゼンテー
ション能力を育成するため、学外イベント
等での研究成果の発表を支援する。また、
特に新任・若手教員のアクティブラーニン
グに対する意識を高めるため、アクティブ
ラーニングを実践している教員による学内
向けの公開講義の開催を継続する。

○学生自主研究制度を継続し、学部低学年か
ら学生が主体となり研究に取り組む機会を
提供して、早い段階から研究への興味や意
欲を喚起する仕掛けづくりを行った。
また、アクティブラーニングを実践してい
る教員による学内向け公開講義を開催し延
べ15名の教員が参加した。

・学生自主研究参加者数
　73グループ、212名

③履修登録単位数の上限設定（ＣＡＰ
制）や学生の授業時間外学修を促す取
組を通じ、授業単位当たりの学修時間
の確保を図るとともに、評価基準に基
づいた厳格な成績評価により「単位の
実質化」を推進する。

③学生アンケートを実施し、学生の学修時間
を把握するとともに、他大学の学生の状況
と比較分析するなど、適正な学修時間が確
保されているかの検証を継続する。また、
厳正な成績評価を担保するため、授業科目
ごとの成績分布を分析し、教員にフィード
バックする。

○「ジェネリックスキルテスト（※）」等を
活用して学生の学修時間を把握するととも
に、他大学との比較分析資料を用いて本学
の状況把握を行った。また、授業科目ごと
の成績分布表を分析し、講義担当教員に配
付することで厳正な成績評価を促した。

※学生の「ジェネリックスキル（社会で求
められる汎用的な能力・態度・志向）」を
複合的に評価し、可視化することで育成に
繋げるテスト

Ⅰ　教育に関する目標を達成するための措置

２　教育の充実 Ａ

中　期　計　画　の　項　目 年　度　計　画　の　項　目 年　度　計　画　に　係　る　実　績

（１）学部教育の充実 Ａ
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④システム科学技術学部新設３学科の教
育プログラムや「あきた地域学」の内
容の充実に向け、継続的な検証・改善
に取り組むほか、食の６次産業化プロ
デューサー育成プログラムや学生の起
業力（アントレプレナーシップ）の育
成に向けた授業の実施など、実学を重
視した教育を展開し、専門知識・技術
を地域で活用できる人材を育成する。

④システム科学技術学部では新設３学科の教
育課程についての検証を継続するととも
に、生物資源科学部では食の６次産業化プ
ロデューサー育成プログラムを継続して実
施する。また、両学部において起業力（ア
ントレプレナーシップ）育成のためのプロ
グラムを継続する。

○システム科学技術学部では、改組以降、不
断に教育課程の検証を行っており、ＰＢＬ
科目（７科目）を対象として学生の自己評
価によるアンケートを実施し、数値化する
ための分析用フォーマットを作成した。生
物資源科学部では、食の６次産業化プロ
デューサープログラム（レベル１及び２）
を継続開講し、46名の学生が修得した。ま
た、両学部において起業力（アントレプレ
ナーシップ）醸成プログラムを開設し、42
名の学生が当該教育プログラムを修了し
た。

自己評価

○授業については、新型コロナウイルス感染
拡大防止のため、前期・後期セメスター共
に感染拡大防止策を十分に講じた上で対面
方式を基本とし、必要に応じてオンライン
方式を活用した。

① ① ○システム科学技術研究科博士前期課程の専
攻改組による総合システム工学専攻及び共
同サステナブル工学専攻の設置に係る取組
において、特色あるプログラムとして再生
可能エネルギーや輸送機械、大規模木造建
築、スマート農業に関する教育プログラム
を構築し、プログラムの履修要件を定め、
各科目のシラバスを作成した。また、両専
攻の設置届をそれぞれ文部科学省に提出し
た。

② ② ○ＡＩ・ＩＣＴ・ロボット等の工学技術を農
業に活用するための製品開発・研究に携わ
る技術者・研究者を養成するため、博士前
期課程におけるスマート農業教育プログラ
ムを構築し、合わせて電子パンフレットや
履修案内を作成、周知した。

③ ③ ○在籍している８名の社会人学生に対し、そ
れぞれの実情に合わせた履修モデルの提案
と指導を行うことで、効率的かつ効果的な
履修を支援した。

中　期　計　画　の　項　目 年　度　計　画　の　項　目 年　度　計　画　に　係　る　実　績

（２）大学院教育の充実 Ａ

システム科学技術研究科博士前期課程の
専攻改組を行い、分野横断的な教育体系
を構築する。また、地域のニーズや産業
構造の変化に対応できる人材の養成に向
け、航空機をはじめとする輸送機械や大
規模木造建築、再生可能エネルギー等に
関連した教育プログラムを実施する。
併せて、秋田大学と共同で設置する共同
ライフサイクルデザイン工学専攻につい
て、専攻の改組を行う。

令和４年度からのシステム科学技術研究科博
士前期課程の専攻改組に係る教育課程の編成
や、航空機をはじめとする輸送機械、大規模
木造建築、再生可能エネルギー等に関連した
新たな教育プログラムの実施に向けた準備を
進める。また、秋田大学と共同で設置する共
同サスティナブル工学専攻(仮称)について、
専攻改組に向けた準備を進める。

ＡＩ・ＩＣＴ・ロボット等の工学技術を
農業に活用するための製品開発・研究に
携わる技術者・研究者を養成するため、
両研究科の連携によるスマート農業教育
プログラムを実施する。

ＡＩ・ＩＣＴ・ロボット等の工学技術を農業
に活用するための製品開発・研究に携わる技
術者・研究者を養成するため、博士前期課程
におけるスマート農業教育プログラムについ
て令和４年度からの実施に向けた準備を進め
る。

学修目的が明確な社会人学生に対して個
別にオーダーメイドの履修モデルを提供
し、効率的かつ効果的な履修を支援す
る。

社会人学生が研究計画を作成するに当たり、
指導教員が学生個々の目的や学修形態に応じ
た履修モデルを提示し、効率的・効果的な履
修支援を行う。
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自己評価

○中央教育審議会大学分科会において作成さ
れた「教学マネジメント指針」を受け、教
学マネジメントワーキンググループで教学
改善のＰＤＣＡサイクルの確立に向けて協
議を進め、卒業認定・学位授与の方針
（ディプロマ・ポリシー）及び教育課程編
成・実施の方針（カリキュラム・ポリ
シー）の改訂を行った。また、新たな卒業
認定・学位授与の方針（ディプロマ・ポリ
シー）に定めた学生が身に付けることがで
きる能力をシラバスに明示し、学生の在学
中に身に付く能力を明確にした。

① ①教員のＦＤ活動についての意識を高めるた
め、教務・学生委員会ＦＤ専門部会の主催
によりＦＤ講演会・研修会等を開催する。
また、教員の教育力の向上を図るため、外
部評価者による授業評価を実施する。

○両学部・研究科のＦＤ専門部会が中心とな
り学内での講演会及び勉強会を５回開催
し、延べ229名の教職員が参加した。また、
両学部53名の教員を対象に外部評価員によ
る授業評価を実施し、評価結果を教員本人
に通知した。

②授業アンケートや学生満足度アンケー
ト結果の検証等を行い、継続的に教育
方法・授業内容等の改善を図る。

②授業アンケートや学生満足度アンケート結
果の検証等を行い、教育方法や授業内容等
の改善を図るとともに、他大学の調査結果
との比較や本学学生の学修成果についての
分析を行う。

○

中　期　計　画　の　項　目 年　度　計　画　の　項　目 年　度　計　画　に　係　る　実　績

（３）教育力の向上 Ａ

教務・学生委員会ＦＤ（ファカルティ・
ディベロップメント）専門部会による組
織的なＦＤの推進等により、教員の能力
開発を行う。

ＦＤ専門部会が学生の授業アンケートを実
施し、個々の集計結果を各授業担当教員に
通知することで授業改善に役立てた。ま
た、教育改革・支援センターが中心とな
り、統合学生データベースを活用して入学
成績と入学後の成績や進路、休退学との関
連性など様々なデータの分析を行うととも
に、各種アンケートの調査結果を他大学の
調査結果と比較するなど、本学学生の学修
成果について分析を行った。加えて、卒業
予定者を対象に、在学中に感じた大学への
意見・要望を把握し、今後の教育課程や学
生支援見直しの一助とするため、学生満足
度アンケートを実施し、特に時間割の改定
や学生サービスの改善に役立てた。

〈前期授業アンケート実施状況〉
・当該年度前期、333科目
・回答数：12,712枚(回答率85.4％)

〈後期授業アンケート実施状況〉
・当該年度後期、292科目
・回答数：9,445枚(回答率83.5％)

〈学生満足度アンケート実施状況〉
・令和４年２～３月、学部卒業生を対象に
　実施
・回答者数：205名（回答率52.6％）
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自己評価

自己評価

①学部初年次における導入教育の実施や
履修モデルの明示等により、学生が目
的意識をもって自ら目標を立て主体的
に学修に取り組めるよう支援する。

①学生が自ら計画を立て意欲的に学修に取り
組めるよう、学部における導入教育や初年
次教育を実施するとともに、履修モデルや
学修ポートフォリオの活用方法について指
導を行う。

○カリキュラムマップ、カリキュラムツリー
や履修モデル等を提示するとともに、創造
科学の基礎（システム科学技術学部）やフ
レッシャーズセミナー（生物資源科学部）
の授業において、学修ポートフォリオの活
用について指導を行い、学生が自ら計画を
立て意欲的に学修に取り組めるよう促し
た。

②数学・生物・英語など専門分野の学修
に必要な基礎学力が不足している学生
に対し、基礎学力向上対策を実施す
る。

②基礎学力が不足している学生への配慮とし
て、両学部で基礎講座（数学・生物・英語
等）を開講するとともに、システム科学技
術学部では「数学・物理駆けこみ寺」を実
施し、学力の底上げを図る。また、新たな
入試の実施に伴い変更した入学前教育の効
果検証を進める。

○入学予定者を対象に、入学前の添削指導や
スクーリング授業を実施するとともに、基
礎学力が不足している学生に対しては、入
学後に基礎講座を開講し、大学において必
要な基礎学力の向上を図った。また、総合
型選抜合格者に対し、他の選抜区分に先
だってスクーリングを実施し、入学前教育
を強化した。また、本荘キャンパスにおい
ては、学力の強化のため、大学院生及び学
部生から16名のピアチューターを採用して
「数学・物理駆けこみ寺」を実施し、延べ
162名の学生が利用した。

③図書館機能やラーニング・コモンズの
充実などにより、学生の自主学修環境
の向上を図る。また、授業の予習・復
習やレポート提出等における学生の利
便性を高めるため、教育支援システム
を活用する。

③図書館に紙媒体に加えて電子媒体の資料を
計画的に配備するとともに、貸出用ノート
パソコンやグループ学修室等の利用の利便
性を高め、アクティブラーニング環境の充
実を図る。また、教育支援システムの活用
に関する学外セミナーに教職員を派遣し、
同システムの効果的な活用方法について学
内で情報共有を図る。

○教員により選書された専門書や、学生から
のリクエスト図書を計画的に配備するとと
もに電子媒体資料のアクセス環境を整える
ことにより、利便性を高めた。また、貸出
用ノートパソコンの台数を増やし、オンラ
イン講義や就職活動のオンライン面接等を
サポートした。また、教育支援システムの
活用に関するセミナーに教職員が参加し、
同システムの効果的な活用方法について他
大学の事例等を学内教員に紹介した。

Ⅰ　教育に関する目標を達成するための措置

３　学生支援の強化 Ａ

中　期　計　画　の　項　目 年　度　計　画　の　項　目 年　度　計　画　に　係　る　実　績

（１）学修支援 Ａ
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自己評価

①学年担当教員による定期的な学生面談
等を実施するなど、学生が抱える心身
の問題を早期に発見するとともに、そ
の解決に向けて関係部署が連携・協力
して対応する。

① ○学年担当教員による定期的な面談や講義の
出席状況等から学生の変化を早期に発見
し、適切な対応に努めた。また、教員、学
生相談室、保健室などの関係者間で必要な
情報を共有し連携することで、学生が抱え
る様々な心身の問題に対し、早期に対応し
た。

②授業料減免等を実施し、経済的に修学
が困難な学生を支援する。また、成績
優秀者に対する学業奨励を目的とした
特待生制度を継続する。

②学部生には修学支援法による授業料減免制
度を、大学院学生等には本学独自の授業料
減免制度をそれぞれ適切に運用することに
より、経済的な事情により修学が困難な学
生を支援する。また、特待生制度を適切に
運用するとともに、制度について広く周知
を図る。

○経済的な事情により修学が困難な学生に対
し、修学支援法及び本学独自の授業料減免
制度を実施し、所定の基準を満たした前期
257名、後期248名に対して授業料の一部又
は全額の計9,703万円を減額した。また、修
学支援法の適用基準を満たした入学生に対
しては、入学料の一部又は全額の計1,274万
円を減額し、経済面で修学を支援した。加
えて、成績優秀者に対する学業奨励を目的
とした特待生制度について、学内外への周
知を行った。

③ボランティア活動の積極的な紹介等に
より、学生の社会貢献を支援する。ま
た、本学後援会と連携した課外活動支
援を実施する。

③ ○学修成果等を活かせるようなボランティア
活動を積極的に紹介・仲介し、地域社会へ
の貢献活動を支援した。また、コロナ禍で
活動が制限される中、本学後援会からの課
外活動助成金（実績621万円）を活用し、後
援会と連携しながら学生の課外活動や大会
参加等を支援した。

④障害のある学生の支援に関する研修会
の実施等により、教職員の対応力の向
上を図るとともに、学生の状態や特性
等に応じた支援を行う。

④ ○学生支援に関する対応力向上のため、新任
教員を対象とした学生のメンタルヘルス対
応講習や教職員を対象とした学生対応に関
する研修会等を実施した。また、学生との
定期的な面談により、コロナ禍における学
生個々の状況を把握し、必要な支援を実施
した。

中　期　計　画　の　項　目 年　度　計　画　の　項　目 年　度　計　画　に　係　る　実　績

（２）学生生活支援 Ａ

学生が発する不調のサインを早期に発見する
ため、学年担当教員がセメスター毎や学生の
状況変化に応じて面談等を実施する。また、
教員、学生相談室、保健室など関係者・部署
の間で必要な情報を共有し、学生が抱える心
身の問題の早期解決を図る。

学生に対してボランティア活動を積極的に紹
介し、社会貢献活動を支援する。また、本学
後援会と連携し、資金面から課外活動を支援
する。

障害のある学生の支援に関する講習会の実施
などにより、教職員の対応力の向上を図る。
また、教職員が連携して個々の学生の状態や
特性等を的確に把握し、必要な合理的配慮を
行う。
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自己評価

①学部初年次からのキャリア教育やイン
ターンシップの実施等により、学生が
企業や社会人と接する多様な機会を提
供する。

①職業観の醸成やコミュニケーション能力の
向上等を目的としたキャリア教育を行うと
ともに、インターンシップを実施し、学生
に実践的な就業体験の機会を提供する。

○「現代の働く環境」「コミュニケーション
入門」の授業を通じて、学生に自らの職業
観やコミュニケーションについて考える機
会を提供した。また、インターンシップ
は、コロナ禍の影響で実施が制限される
中、全学で延べ91事業所において延べ137名
の学生が参加した。

②進路ガイダンスや大学院説明会等の開
催、教職員による進路相談等により、
学生の進路選択を支援する。

②進路に対する意識の向上を図るため、学部
低年次学生向け進路ガイダンスや進学説明
会等を開催するとともに、キャリアカウン
セラー、キャリア教育担当教員、各学科の
学年担当教員等がそれぞれの専門性を生か
して進路選択を支援する。

○学部低年次学生向けの進路ガイダンス、学
部３年生を対象にした進路ガイダンスを開
催し、進路に関しての啓発を行った。ま
た、キャリア教育担当教員、各学科のキャ
リア担当教員、キャリアカウンセラー及び
事務局職員が参加するキャリア支援委員会
を開催し、情報交換を密にすることで、
各々の特性を活かした進路支援を行った。

③就職支援の強化 ③就職支援の強化
ア　学生が自己分析や企業研究の方
　法、就職活動の流れ、社会人とし
　てのマナーなどを学べるよう、
　キャリアガイダンスを開催する。

ア　就職活動において必要とされる実用的
　な情報を提供し、就職に対する意識の向
　上　を促すため、学部３年生及び大学院
　修士１年生を対象としたキャリアガイダ
　ンスを開催する。

○学部３年生及び大学院１年生を対象に、全
学で延べ48回のキャリアガイダンスを開催
した。ガイダンスでは、マナー講座や業界
研究、筆記・面接試験対策等、就職活動に
おいて必要とされる実践的な情報を提供
し、就職に対する意識の向上を促した。

イ　職員が企業を訪問して本学学生
　のＰＲと求人情報の収集を行うほ
　か、県等関係機関や経済団体との
　連携を通じ、就職先を安定的に確
　保するとともに、新たな就職先を
　開拓する。

イ　職員による企業訪問の実施や、県等関
　係機関及び経済団体との会議、大学等採
　用担当者向け説明会等への参加を通じ、
　新たな就職先の開拓と企業等との緊密な
　関係の構築を図り、本学学生のＰＲや求
　人情報の収集を行う。

○コロナ禍の影響で県外への移動が制限され
た中、県内企業を中心に137社の企業訪問を
行った。併せて、県外企業訪問の代案とし
てアンケート調査を実施し、そこで得られ
た情報を学生に提供した。また、秋田県主
催の企業・大学等合同就職協議会等に出席
し、学生のＰＲや求人情報の収集を行っ
た。

ウ　学生が企業と直接面談できる機
　会を提供するため、本学主催によ
　る企業就職面談会を開催するとと
　もに、企業による個別説明会の開
　催を積極的に誘致する。
　

ウ　学生と企業の接点を増やすため、本学
　主催の合同企業セミナーや説明会を開催
　する。また、職員による企業訪問や企業
　関係者が参加する各種会議への参加、来
　学企業への対応を通じ、企業に学内での
　個別説明会の開催を呼び掛ける。

○２月にオンラインで開催した合同企業セミ
ナー（県外企業向け）には計82社の参加が
あり、Ｗｅｂ上で企業担当者と学生が直接
対話する機会を創出した。個別の企業セミ
ナー・説明会もオンラインによる開催を勧
誘し、計15社が参加した。

エ　就職先未決定の卒業生に対し、
　一定期間就職活動の支援を行う。

エ　就職先未決定の卒業生に対し、ハロー
　ワークや秋田県就職活動支援センターな
　どの関係機関等と連携して就職活動の支
　援を行う。

○前年度の就職率100％のため、就職先未決定
の卒業生がいなかった。引き続き、きめ細
かい就職支援を実施する。

中　期　計　画　の　項　目 年　度　計　画　の　項　目 年　度　計　画　に　係　る　実　績

（３）キャリア教育・就職支援 Ｓ
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☆数値目標
・就職希望者の就職率：100％

☆数値目標
・就職希望者の就職率：100％

☆実績
・就職希望者の就職率：100％

※就職希望者の就職率は、Ｈ29から５年連
続100％となった。
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自己評価

自己評価

① ①学部・学科、研究所が各専門分野で蓄積し
てきた研究資源や成果に基づき研究の更な
る進展を図るとともに、県の重点施策に対
応した研究について、繰越積立金を活用し
た「学長特別研究プロジェクト」により引
き続き重点的に推進する。特に、航空機な
どの電動化システムについては、「電動化
システム共同研究センター」を立ち上げ、
研究開発を推進する。

○産学連携推進事業として、部局長が推薦す
る「部局提案型研究」へ研究費を配分し、
学部・学科、研究所が各専門分野で蓄積し
てきた研究の更なる進展を図った。また、
県の重点施策に対応した研究や農工連携な
ど組織横断的な研究を推進するため平成30
年度より実施している繰越積立金を活用し
た「学長特別研究プロジェクト」に研究費
を配分し、重点的に推進した。

〈当該年度採択数〉
・産学連携推進事業（部局提案型研究）
　10テーマ
・学長特別研究プロジェクト
　継続支援　４テーマ（令和元年度、令和
　２年度採択）

② ②農工連携研究を本学の重点研究分野として
位置付け、組織横断的に複数の教員が参加
する大型研究プロジェクトを推進するとと
もに、アグリイノベーション教育研究セン
ターが本県における農工連携研究の拠点と
しての役割を担い、県・公設試験研究機
関・企業等と連携して関連テーマの共同研
究を行う。

○農工連携研究の拠点としての役割を担うア
グリイノベーション教育研究センター（Ａ
ＩＣ）を開設するとともに、内閣府の地方
創生推進交付金の採択を受けた秋田県の
「秋田版スマート農業モデル創出事業費補
助金（最長５年、事業規模最大1,670百万
円）」の交付を受け、県・公設試験研究機
関・企業等と連携して研究活動を行った。

③ ③若手教員を対象とした研究支援制度を実施
するとともに、本荘及び秋田キャンパスに
設置したオープンラボスペースを活用し、
プロジェクト研究を進める研究グループの
活動を支援する。

○学内研究支援制度「創造的研究」として17
テーマを採択し、若手研究員の研究活動を
支援した。また、学外研究者等との共同研
究等推進のため、学内外の教員による研究
グループが、本荘・秋田両キャンパスの
オープンラボスペースを活用した。

〈オープンラボスペース活用者数〉
・秋田キャンパス
（学内２名、学外研究者０名）
・本荘キャンパス
（学内５名、学外研究者４名）

Ⅱ　研究に関する目標を達成するための措置 Ａ

１　先端的・独創的研究や特色ある研究の推進 Ａ

中　期　計　画　の　項　目 年　度　計　画　の　項　目 年　度　計　画　に　係　る　実　績

学部・学科、研究所が各専門分野で蓄積
してきた研究資源や成果に基づき研究の
更なる進展を図るとともに、航空機関連
技術や農業の６次産業化、新たな木質部
材の開発に関する研究など、県の重点施
策に対応した研究を重点的に推進する。
特に、航空機などの電動化システムにつ
いては、「産学官共同電動化システム研
究開発事業（地方大学・地域産業創生交
付金）」において研究開発を推進する。

農工連携研究を本学の重点研究分野とし
て位置付け、組織横断的に複数の教員が
参加する大型研究プロジェクトを推進す
るとともに、県・公設試験研究機関・企
業等と連携して関連テーマの共同研究を
行うなど、本県における農工連携研究の
拠点としての役割を担う。

研究の活性化に向け、若手教員の育成や
外部研究資金による研究員の配置等によ
り研究グループの機能強化を図るととも
に、プロジェクト研究を推進するための
環境を整備する。
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自己評価

自己評価

① ①科学研究費（科研費）補助金等外部研究資
金の応募に係る説明会や研修会の開催など
により、教員の外部資金獲得に対する意識
の醸成を図るとともに、科研費補助金の採
択率アップに向け、申請書類作成に関する
外部の研究支援サービスの活用や実践的な
セミナーの開催により、教員に対する支援
を行う。

○

② ②外部研究資金の獲得状況を踏まえ、学長プ
ロジェクト研究等の学内研究支援制度の改
善・充実を図り、大型の外部研究資金の獲
得を目指す組織横断的な研究等を支援す
る。

○外部研究資金獲得のための呼び水として、
創造的研究、新任教員スタートアップ支援
研究の学内研究支援制度において、計22
テーマを採択した。 また、大型の外部研究
資金の獲得を目指す組織横断的な研究等を
推進するため、繰越積立金を活用した「学
長特別研究プロジェクト」として継続４件
を採択した。

〈当該年度採択数〉
・創造的研究　　　　　　　　17テーマ
・新任教員ｽﾀｰﾄｱｯﾌﾟ支援研究　５テーマ
・学長特別研究プロジェクト　４テーマ
　（再掲）

外部研究資金獲得実績
件数：378件、金額：975百万円
上記のうち、科学研究費補助金獲得実績
件数：98件、金額：194百万円

Ⅱ　研究に関する目標を達成するための措置

２　外部研究資金の獲得強化 Ａ

中　期　計　画　の　項　目 年　度　計　画　の　項　目 年　度　計　画　に　係　る　実　績

外部研究資金の応募に係る研修会や応募
書類の作成に関するアドバイスの実施な
ど、地域連携・研究推進センターにおけ
る外部研究資金の獲得に向けた教員に対
する支援を継続する。

科研費助成事業への応募に係る審査区分の
選択や申請書作成上のノウハウに焦点を当
てた外部講師による「科研費説明会兼申請
書セミナー（オンライン）」、科研費制度
や事務手続の年間スケジュール、研究費執
行の注意点等を説明する「科研費新規採択
者向けセミナー」を開催した。また、令和
４年度科研費応募に係る支援として、最新
の研究動向や研究計画調書作成のノウハウ
を有する業者の科研費申請添削サービスを
継続した。
科研費助成事業以外の競争的研究資金にお
いても、学内イントラネットに公募要領等
を随時掲載するなど、応募者に有用な情報
の周知に努めた。

・科研費新規採択者向けセミナー参加者
　24名（事務担当者10名を含む）
・科研費申請書添削サービス利用者　35名

外部研究資金の獲得に向け、学長プロ
ジェクト研究等の学内研究支援制度が効
果的なものとなるよう改善・充実を図
る。また、大型の外部研究資金の獲得を
目指す組織横断的な研究を支援する。
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自己評価

自己評価

① ①アグリビジネス創出フェアやイノベーショ
ンジャパン、科学技術振興機構（ＪＳＴ）
新技術説明会等の各種イベント、本学地域
連携・研究推進センターの専用サイトでの
研究紹介、ＪＳＴが提供する「リサーチ
マップ」の活用等により、本学の研究成果
を広く情報発信する。

○アグリビジネス創出フェア2021や科学技術
振興機構（ＪＳＴ）新技術説明会等に参加
し、本学研究シーズの情報発信に努めた。
また、本学地域連携・研究推進センターの
専用サイトでの研究紹介やＪＳＴが管理・
運営する日本最大の研究データベース「リ
サーチマップ（ＪＳＴ）」への研究者登録
による情報発信を行った。

〈主なイベントでの研究発表等〉
・アグリビジネス創出フェア2021：活動展
　示４件
・ＪＳＴ新技術説明会：研究発表２件

② ②知的財産を適切に保護・管理するため、担
当職員を関連セミナー等へ派遣し、スキル
アップを図る。また、特許事務所など外部
専門家の活用に加え、国等の支援制度の利
用により、知的財産の技術移転を促進す
る。

○ＪＳＴ主催の「目利き人材育成プログラ
ム」や（一社）大学技術移転協議会（ＵＮ
ＩＴＴ）主催のアニュアル・カンファレン
ス（オンライン）等へ出席し、業務に必要
な知識・技術の習得を図った。
また、令和元年度から継続の、工業所有権
情報・研修館（ＩＮＰＩＴ）による「産学
連携知的財産派遣アドバイザー事業」を活
用し、産学連携知的財産アドバイザーによ
る技術移転業務への助言、研究プロジェク
トに係る事業戦略に対する支援を受けた。

・当該年度技術移転件数　　17件
（ライセンス契約７件、特許権譲渡６件、
　特許を受ける権利の譲渡３件、共有特
　許権の相手方持分の譲り受け１件）
・当該年度特許出願件数　　16件

Ⅱ　研究に関する目標を達成するための措置

中　期　計　画　の　項　目 年　度　計　画　の　項　目 年　度　計　画　に　係　る　実　績

３　研究成果の活用 Ａ

各種イベントや本学ウェブサイトなどを
活用し、研究成果を広く情報発信する。

本学の知的財産ポリシーに基づき、知的
財産を適切に保護・管理するとともに、
学内における知的財産に精通した「目利
き人材」の育成と特許事務所等の外部専
門家の活用により、知的財産の技術移転
を促進する。
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自己評価

自己評価

①学部・研究科、研究所が各専門分野で
蓄積してきた研究資源や成果に基づ
き、県内企業等における技術開発等を
積極的に支援する。

①学部・研究科、研究所が各専門分野で蓄積
してきた研究資源や成果に基づき、県内企
業等における技術開発等を積極的に支援す
る。

○秋田県の「あきた科学技術振興ビジョン2.0
（平成30年３月策定）」における本学の
ロードマップに位置づけられた研究の進捗
状況を各部局・研究グループで確認し、
個々の研究の進展を図るとともに、それぞ
れの部局において県内企業等における技術
開発等を積極的に支援した。
〈ロードマップ数　31件〉
・システム科学技術学部　17件
・生物資源科学部　　　　10件
・木材高度加工研究所　　 4件

ア　システム科学技術学部・研究科 ア　システム科学技術学部・研究科 ア　システム科学技術学部・研究科

　県内企業の航空機関連産業への参入
に向け、県内企業等との連携による航
空機用複合材料の成形・非破壊検査や
航空機などの電動化等に関する研究・
技術開発等を行うほか、学部・研究科
の特性を活かし、新エネルギーや情報
関連分野などにおいて、県内企業に対
する技術支援を行う。

　県内企業の航空機関連産業への参入に向
け、県内企業等との連携による航空機複合
材料の成形・非破壊検査や航空機などの電
動化等に関する研究・技術開発等を行う。
また、持続可能な循環型社会の実現に資す
る調査研究活動のほか、学部・研究科の特
性を活かし、新エネルギーや情報関連分野
などにおいて県内企業に対する技術支援を
行う。

○秋田県の「新世代航空機部品製造拠点創生
事業」による「秋田複合材新成形法新技術
研究組合（ＡＮＣ技術研究組合）」(組合
員:本学、秋田大学、県内企業２社）の参画
機関として、県内企業等と連携し「複合材
の品質評価技術の開発」及び「複合材の新
たな成型技術の開発」に関する研究に継続
して取り組んだ。
また、令和元年12月に国から採択を受けた
（申請は秋田県）、「地方大学・地域産業
創生交付金（産学官共同電動化研究開発事
業）」事業では、秋田県、秋田大学等と
「小型軽量電動化システムの研究開発によ
る産業創生」プロジェクトを実施し、本学
は主に「大出力モーターの開発」「燃料ポ
ンプ評価試験」「地域人財開発」等に取り
組んだ。

Ⅲ　地域貢献に関する目標を達成するための措置 Ａ

１　県内産業の支援　 Ａ

中　期　計　画　の　項　目 年　度　計　画　の　項　目 年　度　計　画　に　係　る　実　績

（１）産業振興への寄与 Ａ
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自己評価

イ　生物資源科学部・研究科 イ　生物資源科学部・研究科 イ　生物資源科学部・研究科

　農畜産物の安定生産を可能にする生
産・基盤整備に関する技術支援や、環
境の持続的保全や生物資源の活用・管
理に関する技術支援、新たな機能性食
品の開発や農業の６次産業化に向けた
支援を行うほか、農畜産物の機能性評
価やバイオテクノロジーセンターにお
ける受託解析等を実施する。

　秋田県農業の課題解決に向け、連携協力
協定締結先である秋田県農業法人協会や大
潟村をはじめ、秋田県農林水産部、公設試
験研究機関等と連携しながら、農畜産物の
安定生産を可能にする生産・基盤整備に関
する技術支援や、環境の持続的保全や生物
資源の活用・管理に関する技術支援、新た
な機能性食品の開発や農業の６次産業化に
向けた支援、農畜産物の機能性評価等を行
う。また、バイオテクノロジーセンターに
おいては、受託解析を実施する。

○

中　期　計　画　の　項　目 年　度　計　画　の　項　目 年　度　計　画　に　係　る　実　績

ＩＴ等のスマート技術の農林水産分野での
活用による高品質化・効率化・軽労化等実
現に向け、「農林水産研究イノベーション
推進協議会」において、「連携推進フォー
ラム」をオンライン開催し、「身近になる
スマート技術やデジタル情報を農業現場に
どう活用すべきか」をテーマに、本学教員
が取組み事例の紹介等を行った。
また、秋田県農業法人協会等の情報交換会
などにおいてスマート農業関連の研究紹介
を行った。
バイオテクノロジーセンターでは、秋田
県、県総合食品研究センターを含む６施設
の公設試験研究機関、複数の県内企業等か
らの依頼を受け、菌の同定解析、ダリアの
ウイルス検定、ツキノワグマのＤＮＡ分
析、ダイズ紫斑病菌のＤＭＩ薬剤耐性検定
等の解析を実施した（受託解析数1,401
件）。
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自己評価

ウ　木材高度加工研究所 ウ　木材高度加工研究所 ウ　木材高度加工研究所

　秋田スギ材の新用途の開発や、高機
能性材料の開発など、本県木材産業の
競争力強化のための研究開発を行うほ
か、県、地元自治体及び公益財団法人
秋田県木材加工推進機構等の関係団体
と連携し、県内企業等からの依頼試験
に対応するとともに、県内企業等への
技術移転を促進する。また、研究所独
自の公開講座を開催する。

　耐火試験炉を活用した新たな木質部材や
新たな機能性木質材料の開発促進、土木分
野等へのＣＬＴの活用推進、木質炭化物の
新規利用開発など、本県木材産業の競争力
強化のための研究開発を行うほか、県、地
元自治体及び公益財団法人秋田県木材加工
推進機構等の関係団体と連携し、県内企業
等からの依頼試験に対応するとともに、県
内企業等への技術移転を促進する。また、
研究成果の情報発信として講演会や公開講
座を開催する。

○

中　期　計　画　の　項　目 年　度　計　画　の　項　目 年　度　計　画　に　係　る　実　績

耐火炉施設を活用した耐火部材の開発、土
木分野へのＣＬＴ（クロス・ラミネイティ
ド・ティンバー）技術の活用促進、自動車
部品向けの化学修飾木粉の利活用など、新
規需要創出に向けた新たな木質材料・構法
等の研究及び木材の新規用途開発の研究を
行った。
また、研究所と秋田県木材加工推進機構・
県・能代市・地元木材業界団体との情報交
換等を行う連絡調整会議を10回（対面８
回、書面２回）開催し、各界との連携を強
化するとともに、秋田県木材加工推進機構
が県内企業等から依頼を受けた52件の試験
のうち、木杭の縦圧縮試験や耐火外装パネ
ルの１時間耐火試験など11件の試験につい
て、技術的な指導・助言を行い企業等への
技術移転の促進を図った。
研究成果の発信と木質資源等の利活用に関
する最新情報の提供については、一般県民
を対象とした過去の震災や災害の復旧・復
興時の木材利用をテーマとした公開講座、
また、業界関係者から一般県民まで幅広い
方を対象とした国内における人工乾燥材の
品質・性能の現状と課題、中大規模木造建
築物に関する研究紹介、これからの建築物
における木材利用の促進などに関する講演
会を開催した。

・木材基礎講座（全４回）　延べ81名参加
・木高研講演会　　　　　 　　 70名参加
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自己評価

エ　アグリイノベーション教育研究セン
　ター

　

　農工連携分野における研究の推進、
県内農業への農工連携技術の導入促進
に向け、大潟キャンパスの大規模圃場
を活用した「次世代農工連携拠点セン
ター（仮称）」を設置する。

　農工連携分野における研究の推進、県内
農業への農工連携技術の導入促進に向け、
開設の準備を進めてきたアグリイノベー
ション教育研究センターを設置し、同セン
ターが、秋田県、公設試験研究機関、農業
法人、県内企業等と連携して本県における
農工連携研究の拠点としての役割を担い、
研究活動や地域貢献活動等を推進する。

○アグリイノベーション教育研究センターを
開設するとともに、内閣府の地方創生推進
交付金「秋田版スマート農業モデル創出事
業費補助金（最長５年、事業規模最大
1,670,886千円）」に採択され、事業計画に
基づき研究活動や地域貢献活動を行った。
　令和３年度は、研究機器・施設の購入や
研究拠点へのWi-Fi環境整備、共同研究契約
を主として行い、研究・地域貢献活動の基
盤整備を行った。
　また、令和４年度に開講するスマート農
業指導士育成プログラムについて、教材制
作、受講者募集活動を行い、１期生として
23名の令和４年度受講生を決定した。

②県内企業等への一層の技術移転を図る
ため、県公設試験研究機関等との連携
を強化する。

②県内企業等の技術ニーズなどを把握するた
め、県産業技術センターや県農業試験場等
の公設試験研究機関と定期的な意見交換・
情報共有を行う。

○「農林水産研究イノベーション推進協議
会」において「若手研究者交流研修会」は
新型コロナウイルスの影響で中止になった
が、「連携推進フォーラム」については、
「身近になるスマート技術やデジタル情報
を農業現場にどう活用すべきか」をテーマ
にオンラインで開催し、本学教員が取組み
事例の紹介等を行った。
　また、本荘由利産学振興財団と連携し、
企業ニーズの把握や企業に対する本学研究
シーズの紹介等を行うとともに、本荘由利
テクノネットワークと共同で、講演会や講
習会、学生と企業による連携事業等を開催
するなどの取組を行った。

中　期　計　画　の　項　目 年　度　計　画　の　項　目 年　度　計　画　に　係　る　実　績

エ　次世代農工連携拠点センター（仮
　称）

エ　アグリイノベーション教育研究センター
　（ＡＩＣ）
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自己評価

①コーディネーター等担当職員の各種研
修への派遣によるスキルアップや、他
機関のコーディネーターとの交流促進
などにより、地域連携・研究推進セン
ターの産学官連携機能を強化する。

①コーディネーター等担当職員のスキルアッ
プのため、技術移転業務に関する研修に職
員を派遣するとともに、他機関のコーディ
ネーターとの交流を促進する。コーディ
ネーター等担当職員のスキルアップのた
め、技術移転業務に関する研修に派遣する
とともに、他機関のコーディネーターとの
交流を促進する。

○各種団体が主催する研究会、研修会、講演
会などにオンラインを含めて積極的に参加
し、他機関のコーディネーター等との情報
共有と連携強化を図った。

②秋田産学官ネットワークへの積極的な
参画等を通じ、県内企業等に対して本
学の研究シーズを周知するとともに、
企業等のニーズに対応した受託研究や
共同研究を促進する。

②秋田産学官ネットワークへの積極的な参画
等を通じ、県内企業等に対して本学の研究
シーズを周知するとともに、企業等のニー
ズに対応した受託研究や共同研究を促進す
る。

○秋田産学官ネットワーク（事務局：秋田
県）に積極的に参画し、本学の研究シーズ
を周知するとともに、受託研究や共同研究
の促進に向けて県内企業等との交流を図っ
た。

〈秋田産学官ネットワークへの参画状況〉
・あきた産学官交流プラザ　１回開催（オ
　ンライン）
・産学官連携コーディネーター会議
　１回開催
・あきた産学官連携フォーラム2021
　新型コロナウイルス感染症拡大防止の観
　点から、中止。

③ワンストップ化した相談窓口において
技術相談等に応じる。また、技術課題
を抱える県内企業等の要望に応じ、本
学教職員が現場に出向いて相談を受け
る「出前相談」を実施する。

③地域連携・研究推進センターに設置した
「技術相談窓口」において、技術相談や受
託・共同研究の受付を行い、相談への対
応・教員との調整を迅速に行う。また、県
内企業等からの要請に応じてコーディネー
ター等による「出前相談」を実施する。

○産学連携コーディネーター（秋田キャンパ
ス２名、本荘キャンパス２名）が主体とな
り、企業等への対応や教員との調整を行っ
た。また、各コーディネーター作成の月報
（活動記録等）に対応内容を記録し、研
究・地域貢献本部内で情報を共有した。
また、本学の研究成果の活用による産地化
と市場拡大を目的に農林水産省による農商
工連携事業の認定に向けて関係機関との調
整や計画立案等に注力した。（令和４年２
月10日認定）

・コーディネーター等による相談件数
　延べ98件

☆数値目標
・県内の企業・自治体・公設試験研究
　機関等からの受託・共同研究の受入
　件数：60件

☆数値目標
・県内の企業・自治体・公設試験研究機関
　等からの受託・共同研究の受入件数：60
　件

☆実績
・県内の企業・自治体・公設試験研究機関
　等からの受託・共同研究の受入件数：76
　件

中　期　計　画　の　項　目 年　度　計　画　の　項　目 年　度　計　画　に　係　る　実　績

（２）コーディネート機能の強化 Ａ
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自己評価

自己評価

①県内就職希望学生の増加を促す取組の
実施

①県内就職希望学生の増加を促す取組の実施

ア　秋田の魅力の発見を促し、秋田
　への理解を深めるため、秋田の歴
　史、文化、経済等の地域特性を学
　び地域課題の解決策について考え
　る「あきた地域学」を実施する。

ア　地域課題の解決に取り組み、地域に貢
　献できる人材を育成するため、「あきた
　地域学」及び上級コースである「あきた
　地域学アドバンスト」の内容の充実を図
　る。また、ふるさと元気創成基金を活用
　したアクションプランコンテストを実施
　し、卒業後にふるさとで活躍する構想を
　もって修学に励む学生の活動を奨励す
　る。

○「あきた地域学」「あきた地域学アドバン
スト」共に、新型コロナウイルス感染症対
策として地域の情報を盛り込んだ遠隔授業
を中心に提供した。さらに、「起業力（ア
ントレプレナーシップ）醸成プログラム」
を開設し、学生に起業力を身につけさせる
とともに、卒業後に地域で意欲的かつ具体
的な活動をする構想を持った学生を支援す
るアクティブ人材表彰制度への応募を勧奨
した。

イ　学生の県内企業への理解を促す
　ため、ジョブシャドウイング
　（１日型職場観察）やインター
　ンシップ等を実施する。

イ　学部低年次学生を対象としたジョブシ
　ャドウイングを実施する。また、ジョブ
　シャドウイングに参加した学生に県内企
　業でのインターンシップ参加を促し、県
　内企業に対する関心を高める働きかけを
　行う。

○コロナ禍の状況と企業の事情を考慮しなが
ら夏期と春期に開催し、計17事業所（うち
新規５事業所）で、延べ75名（システム科
学技術学部52名、生物資源科学部23名）が
参加した。また、１．２年次でジョブシャ
ドイングに参加し、３年次に県内企業でイ
ンターンシップを行った学生は22名であっ
た。

Ⅲ　地域貢献に関する目標を達成するための措置

２　地域社会への貢献 Ａ

中　期　計　画　の　項　目 年　度　計　画　の　項　目 年　度　計　画　に　係　る　実　績

（１）地域で活躍する人材の輩出 Ｂ
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自己評価

②自治体、企業等との連携による卒業生
の県内就職の促進

②自治体、企業等の連携による卒業生の県内
就職の促進

ア　県等関係機関による県内就職促
　進の取組への参画や、大卒者を採
　用する意欲のある県内企業との連
　携等を通じ、就職活動中の学生の
　動向等についての情報提供を行う
　とともに、採用動向や求める人材
　像等の情報を収集する。

ア　県内企業等の採用動向や学生の就職活
　動の状況について関係機関と情報を共有
　するため、秋田県が主催する秋田県企
　業・大学等合同就職協議会等に参加す
　る。また、県内企業等の採用担当者との
　情報交換を積極的に行う。

○秋田県が主催する企業・大学等合同就職協
議会や合同企業説明会に参加し、県内の就
職状況について関係機関と情報交換を行っ
た。また、県内企業100社を訪問し、新卒者
のほか既卒者の採用情報についても積極的
に情報交換を行った。

イ　収集した県内企業等の採用動向
　の情報提供や、きめ細かな相談対
　応を行い、県内就職を希望する学
　生を支援する。

イ　県内企業訪問で収集した情報を就職活
　動開始前に学生へ提供するガイダンスを
　開催するほか、県内企業を中心とした合
　同企業セミナーや説明会の実施、県が主
　催する業界研究会等の活用等により、学
　生の県内就職への動機付けを図る。

○県内の業界・企業への理解を深めるガイダ
ンスを両学部で実施したほか、県内企業１
社で個別見学会を実施し、学生との接点を
構築した。また、県内企業を中心とした合
同企業セミナーをオンラインで実施し、県
内就職が可能な51社と学生延べ288人が参加
した。

　

ウ　県内企業等に就職した卒業生と
　学生の交流会の開催などにより、
　勤務先の仕事内容や職場環境等の
　情報、県内就職の意義などについ
　て学生が先輩から直接情報を得る
　ことのできる機会を設ける。

ウ　県内企業等で活躍する卒業生と学生の
　交流会、キャリアガイダンスでの卒業生
　による仕事紹介、卒業生在籍企業を中心
　とした企業見学会などを実施し、学生が
　卒業生から県内企業の具体的な情報を得
　られる機会を設ける。

○県内の企業や自治体で活躍する卒業生との
懇談会を開催し、25名の学生が参加した。
また、キャリアガイダンスにおいて、県内
で働く卒業生によるパネルディスカッショ
ンを実施し、現場で働く先輩から直接情報
を収集する機会を設けた。

☆数値目標
・就職決定者に占める県内企業・事業
　所への就職者の割合：30％（中期目
　標期間達成目標）

☆数値目標
・就職決定者に占める県内企業・事業所へ
　の就職者の割合：28％

☆実績
・就職決定者に占める県内企業・事業所へ
　の就職者の割合：24.6％

中　期　計　画　の　項　目 年　度　計　画　の　項　目 年　度　計　画　に　係　る　実　績
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自己評価

①風力発電メンテナンス技術者や食の６
次産業化プロデューサーを養成するプ
ログラムなど、農工両分野において多
様な社会人教育を実施し、地域社会を
担う人材の養成と地域産業の活性化を
支援する。また、「産学官共同電動化
システム研究開発事業（地方大学・地
域産業創生交付金）」において、地域
産業を担う起業家精神をもった人材を
育成する。

①風力発電産業を支えるメンテナンス技術者
養成のための教育プログラムの実施に向け
た準備を進めるとともに、６次産業化を担
う人材を養成するため、引き続き生物資源
科学部が実施する「食の６次産業化プロ
デューサー育成プログラム」へ社会人を受
け入れる。また、「産学官共同電動化シス
テム開発事業（地方大学・地域産業創生交
付金）」を活用し、地域産業を担う起業家
精神をもった人材の育成に向けた取組の充
実を図る。

○システム科学技術研究科専攻改組における
特色あるプログラムの一つとして実施予定
の「再生可能エネルギー教育プログラム」
を構築、専攻改組の準備を進めた。また、
「食の６次産業化プロデューサー育成プロ
グラム」への社会人の受け入れについては
新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点
から受け入れを見合わせた。また、「産学
官共同電動化システム開発事業（地方大
学・地域産業創生交付金）」における、地
域産業を担う起業家精神をもった人材の育
成については、秋田大学と連携したオープ
ンカレッジ連続授業を全７回開催し、本学
の学生や県内企業の方など延べ約224名が受
講した。

②県内自治体等が設置する委員会等に教
職員が積極的に参加するなど、本県の
地域振興・地域活性化に向けた多様な
課題解決支援を行う。

②県内自治体等が設置する各種会議・委員会
などに教職員が参加し、各種課題に対して
専門的立場から提言等を行う。また、連携
協力協定締結先である大潟村や公益財団法
人本荘由利産学振興財団、各公設試験研究
機関と緊密に連携し、地域振興・地域活性
化に向けた支援を行う。

○県内自治体等から各種会議・委員会への参
加や講師等の要請を受け、延べ249名の教職
員が対応した。

③県等関係機関・団体と連携し、県外で
働く卒業生に対して県内企業の求人情
報を発信するなど、Ａターンを希望す
る卒業生への支援を行う。

③卒業生を対象としたＡターン支援につい
て、本学ウェブサイト等の各種媒体を通し
て周知するとともに、Ａターン受入れに関
する県内企業のニーズを聞き取り、希望者
に的確な情報を提供する。

○卒業生を対象としたＡターン支援の内容・
方法について本学ウェブサイトをはじめ、
同窓会の広報媒体等を活用して周知を図っ
た結果、卒業生５名から問い合わせがあっ
たが、県内企業とのマッチングには至らな
かった。また、県内企業訪問時にＡターン
受入れに関する状況を聞き取り、企業側の
ニーズを確認した。

中　期　計　画　の　項　目 年　度　計　画　の　項　目 年　度　計　画　に　係　る　実　績

（２）地域課題解決・地域活性化への支援 Ａ
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自己評価

①科学教室の開催等、地域の小・中学生
を対象とした理数教育の支援プログラ
ムを実施する。

①地域の小・中学生を対象とした夏休み科学
教室「創造学習」を開催する。また、自治
体等からの要請に応じ理数教育に関するイ
ベントへの協力や、子どもを対象としたプ
ログラミング教室への支援を行う。

○本学創造工房の主催・共催により、小・中
学校における理科教育充実に向けたイベン
トの実施のほか、自治体等のイベントに講
師の派遣を行った。
〈創造工房主催イベント〉
・第14回夏休み科学教室「おうちで創造学
　習」（オンライン実施）　11テーマ、参
　加者77名（小学校１年生～中学校３年
　生）
〈創造工房共催イベント〉
・県大わくわくプログラミング
　参加者：小学生の親子２組５名、高校教
　員１名
<創造工房共催関連イベント>
・院内小学校ロボコン教室
　参加者：小学６年生　24名

②高校への出前講義の実施や、高校が実
施するスーパーサイエンスハイスクー
ル（ＳＳＨ）及びスーパーグローバル
ハイスクール（ＳＧＨ）等の教育プロ
グラムに参画し、高校生の探究力・課
題解決能力の向上を支援する。

②高校が実施する各種教育プログラムに積極
的に参画し、高校生の探究力・課題解決能
力の向上に資するとともに、高校教員の指
導力の向上を支援する。

○スーパーサイエンスハイスクール（ＳＳ
Ｈ）指定校における探究活動や研究指導な
ど、高校が実施する教育プログラムに両学
部22名の教員が参画し、高校生の探求力・
課題解決能力の向上や高校教員の指導力向
上を支援した。また、県内高校より出前講
義の要請を受けて11校へ19名の教員を派遣
した。

③教員免許更新講習講座への協力のほ
か、教育機関からの要請に応じて理数
教育に関する研修会を開催するなど、
県内の理数教員の指導力向上を支援す
る。

③本学において教員免許更新講習講座を開講
するほか、他大学等が開催する同講座にも
教員を派遣する。また、県内教育機関から
の要請に応じて理数教育に関する研修会等
を開催する。

○新型コロナウイルス感染症対策のため教員
免許状更新講習講座では遠隔授業で７科目
開講、延べ10名の教員が担当した。
加えて、秋田県立ゆり支援学校の教員を対
象とした教材・教具研修会の開催にあた
り、本学の教員が協力し、小・中学校教員
の指導力向上を支援した。

中　期　計　画　の　項　目 年　度　計　画　の　項　目 年　度　計　画　に　係　る　実　績

（３）学校教育への支援 Ａ
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自己評価

①県民の学習意欲や知的好奇心に応える
ため、著名人を招いた公開講演会を開
催するとともに、大学の有する知的資
源を活用した公開講座を開催し、県民
の生涯学習を支援する。

①著名人を招いた公開講演会を開催するほ
か、特徴ある研究活動を行っている本学教
員を講師とした連続公開講座を開催する。

○本学と連携協定を締結している劇団わらび
座及び秋田ケーブルテレビとの共同実施に
より連携特別公演「ドラマティック あきた
学」を開催した。
〈ドラマティック あきた学〉
第１部 わらび座和楽器ライブWALIVE-共鳴-
第２部「誰も知らなかったもう一つの秋
田」　わらび座　脚本・演出　栗城宏
・11月28日開催：参加者364名

公開講座については、読売新聞秋田支局と
共催により、本学教員による講座と支局記
者による取材報告で構成した「県大・読売
講座」を、オンデマンド型のオンライン方
式で計３回開催した。
〔タイトル｢研究力と分析力で秋田の未来を
読む」〕
・９月25日～第１回講座：申込者163名
・10月９日～第２回講座：申込者132名
・10月23日～第３回講座：申込者111名
　　　　　　　　　申込者数延べ406名

②科目等履修生制度及び聴講生制度を周
知し、県民に学習機会を提供する。ま
た、卒業生を対象とした生涯学生制度
の利用拡大を図る。

②各市町村の広報誌、関係機関窓口等のほ
か、公開講座などのイベントにおいて科目
等履修生制度及び聴講生制度を周知する。
また、同窓会システムやＳＮＳ等の活用に
より生涯学生制度を卒業生に周知し、利用
拡大を図る。

○科目等履修生及び聴講生の募集について、
各市町村の広報誌に掲載を依頼したほか、
県内約150カ所の機関、施設に資料を設置
し、広く県民に周知した。生涯学生制度に
ついては、同窓会システムやFacebookを利
用した周知のほか、新たに卒業する学生に
対して、卒業前の制度周知を促進し、利用
拡大を図った。

〈当該年度の新規利用者数(延べ人数)〉
・科目等履修生　４名（うち高校生０名）
・聴講生　　　　４名
・生涯学生　　　４名

③図書館、講堂、運動施設等の利用につ
いてウェブサイトで案内し、学生教育
に支障がない限り広く県民に開放す
る。

③図書館、講堂、運動施設等の利用について
ウェブサイトで案内し、学生教育に支障が
ない限り広く県民に開放する。

○新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点
から、一年を通して図書館や講義室等の屋
内施設の利用を中止した。陸上競技場等の
屋外施設については、利用団体数及び利用
者数を制限した上で貸出を行い、利用者に
は感染防止策の徹底を呼びかけた。使用料
については、財産管理規程による減免措置
等を講じる場合を除き、定められた使用料
を徴収した。

〈当該年度の開放状況〉
・図書館及び講義室等の屋内施設（利用中
　止）
・陸上競技場等の屋外施設の使用許可件数
　62件

中　期　計　画　の　項　目 年　度　計　画　の　項　目 年　度　計　画　に　係　る　実　績

（４）生涯学習への支援 Ａ
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自己評価

自己評価

①サバティカル研修制度や国の長期研修
制度の活用により、教員の海外大学等
との学術交流を促進し、教育研究水準
の向上を図る。

①サバティカル研修制度を継続するととも
に、研修成果を報告書や報告会等により学
内で共有する。

○サバティカル研修制度により、当該年度に
教員１名を研修派遣（派遣先：中国）する
予定であったが、新型コロナウイルス感染
症拡大の影響により、研修派遣を次年度以
降に延期している。

②学内公募による国際交流プログラムの
実施等により、海外大学等との学術交
流を促進する。

②国際交流プログラムを学内公募し、採択と
なったプログラムに対して予算を措置し、
海外大学等との学術交流を推進する。海外
渡航が困難な場合は、インターネットを利
用したオンラインによる交流を推進する。

○国際交流プログラムを学内公募し、教員か
ら提案のあった６件のプログラムに対し支
援を決定した。コロナ禍のためオンライン
限定となったが、計78名の学生が参加し、
学術交流を推進した。

〈実施したプログラム〉
・台湾 中華大学との交流：参加者 13名
・台湾 国立宜蘭大学との交流：参加者 11
　名
・オンライン海外留学（JTBオーストラリ
　ア）：参加者 12名
・中国 電子科技大学との交流：参加者 24
　名
・カナダ アルバータ大学内研究所との交
　流：参加者 ３名
・フランス モンペリエ大学との交流：参加
　者 15名

Ⅳ　国際交流・他大学等との連携に関する目標を達成するための措置 Ａ

１　国際交流の推進 Ａ

中　期　計　画　の　項　目 年　度　計　画　の　項　目 年　度　計　画　に　係　る　実　績

（１）海外大学等との学術交流の促進 Ａ
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自己評価

①学生の海外留学を支援するため、連携
協定締結大学への短期留学支援や海外
語学研修プログラムを実施する。

①海外連携協定大学との交流を促進し、短期
留学プログラムや海外協定校からの短期受
入プログラムを実施する。また、海外語学
研修プログラムにおいては、学生の英語能
力に応じた幅広い研修内容を提供する。海
外渡航が困難な場合は、オンライン留学や
オンライン交流会を企画し、質の高いプロ
グラムを実施する。

○コロナ禍による海外渡航規制がある中、語
学・異文化体験プログラムとして、オンラ
インによる語学研修と英会話受講の支援を
行った。
〈語学・異文化体験プログラム参加学生
数〉
・カナダ ビクトリア大学　18名
・オンライン英会話支援事業　９名

②外国人留学生に対する居住費支援や日
常的な生活支援等により、外国人留学
生が学びやすい環境を整える。

②外国人留学生の学修及び生活を支援するた
め、日本語及び日本文化等に関する定期的
な講座の開催や住居費に対する補助制度等
を継続する。

○外国人留学生を対象とした日本語講座の実
施により、留学生の学修や生活を支援する
とともに、月額上限２万円の住居費補助金
（前期８名、後期８名／計184万円）を支給
し、経済面での支援を行った。

③国際教養大学の外国人留学生との交流
機会の拡大を図り、学生の異文化交流
を促進する。

③国際教養大学の外国人留学生とのグローバ
ル異文化交流プランを実施するほか、同大
学との共同開講科目の内容の充実を図る。

○国際教養大学との共同講義「持続可能な社
会と情報処理」を集中講義として、３月４
～６日にて実施、本学からは４人の学生が
参加した。

中　期　計　画　の　項　目 年　度　計　画　の　項　目 年　度　計　画　に　係　る　実　績

（２）国際感覚を備えた人材の育成 Ａ
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自己評価

自己評価

① ①スーパー連携大学院コンソーシアムに参加
し、他大学及び民間企業との連携による教
育プログラムを実施する。また、公立大学
協会が主催する学長会議や各種部会・分科
会等に参加して、大学運営に関する課題や
改善への取組等について情報収集し、学内
での共有を図る。

○スーパー連携大学院の教育プログラムに、
システム科学技術研究科の学生１名がプロ
グラムを修了し、イノベーション修士サー
ティフィケートが授与された。また、公立
大学協会が主催する学長会議等に参加し、
大学運営に関する課題や改善の取組等につ
いて情報収集し、学内での共有を図った。

② ②大学コンソーシアムあきたが主催する高大
連携・単位互換授業、学術研究プロジェク
ト等の共同事業を実施する。また、県内国
公立４大学の連携協力協定に基づき、地域
課題等に関する連携協力事業を実施する。

○大学コンソーシアムあきたが主催する高大
連携授業に26科目、単位互換授業に388科目
を提供するとともに、同コンソーシアムに
おける学際的研究プロジェクトとして、本
学と秋田大学の教員が共同で学際的研究プ
ロジェクトに取り組んだ。また、県内国公
立４大学の連携協力協定に基づく連携協力
事業については、４大学に所属する学生を
対象に未来のアイディア募集事業を実施
（応募総数22件）し、12月に最終審査会を
開催（参加者数約50名）し、グランプリ等
を決定した。

Ⅳ　国際交流・他大学等との連携に関する目標を達成するための措置

２　他大学等との連携の強化 Ａ

中　期　計　画　の　項　目 年　度　計　画　の　項　目 年　度　計　画　に　係　る　実　績

全国規模のコンソーシアムへの参画や公
立大学協会のネットワークの活用等を通
じ、全国の高等教育機関と教育研究分野
での連携を推進する。

大学コンソーシアムあきたへの参画によ
り県内高等教育機関との教育研究分野で
の連携を推進するほか、県内国公立４大
学の連携協定に基づき、地域貢献分野に
おいても積極的な連携を行う。
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自己評価

自己評価

①法人運営の基本的な方針を定めるとと
もに、リスク・マネジメント体制の整
備等を行い、理事長のリーダーシップ
の下、機動的で弾力的な法人運営を行
う。

①組織運営全般について､「公立大学法人秋
田県立大学内部質保証を推進する体制及び
手順等に関する規程」に基づきＰＤＣＡサ
イクルを基本とした法人運営を行うととも
に、「公立大学法人秋田県立大学リスク管
理規程」に基づき全学的なリスクの収集・
分析を行い、組織運営の改善に反映させ
る。
また、新型コロナウイルス感染症への対応
については、引き続き感染拡大の状況を注
視し、本学独自の運営基準（ＢＣＰ）を基
に、迅速・柔軟な組織運営を行う。

○担当業務の運営に関するアクションプラン
を各本部・部局において策定・実施し、Ｐ
ＤＣＡサイクルを機能させ、その遂行状況
を全学的にモニタリングし、組織運営全般
についての進行管理を行うとともに、リス
ク管理委員会において大学運営に係るリス
クの収集・分析を行った。
新型コロナウイルス感染症への対応として
は、本学独自の運営基準（ＢＣＰ）を基
に、感染状況や秋田県からの要請等を踏ま
え、対応方針を改定・発出するなど、学内
における統一的な対応を図り、迅速・柔軟
な組織運営を行った。

②組織運営における戦略的な意思決定を
支えるため、教育、研究、社会貢献、
管理運営等に関する多様なデータの収
集、整理、分析を担う体制を整備し、
ＩＲ（インスティテューショナル・リ
サーチ）を推進する。

②ＩＲ推進センターにおいて、学内外の大学
運営及び教育研究等に関する各種情報の収
集、整理・分析を行い、戦略的な大学運営
の企画・立案及び教育研究の質的向上、自
己点検活動等の支援等を行う。

○学内外の大学運営、教育研究等に関する各
種情報の収集、整理、分析を行い、「ファ
クトブック2021」としてまとめ、大学運営
の企画・立案及び教育研究の質的向上、自
己点検活動等の支援等を行った。

③教育活動の中核を担う教育改革・支援
センター、学生支援センター、キャリ
ア教育センターや各種学内委員会の活
動を通じ教職員が緊密に連携し、効率
的かつ効果的な法人運営を行う。

③教育活動の中核を担う教育改革・支援セン
ター、学生支援センター、キャリア教育セ
ンターの３センターが、学内の教育活動に
係る内部質保証の取組を支援する。

○各センターと本部、部局・委員会との関係
を整理し、中央教育審議会大学分科会にお
いて作成された「教学マネジメント指針」
に照らし、教育活動に係る全学的な方針を
策定する教育改革・支援センター、学生支
援センター及びキャリア教育センターを内
部質保証システムの中で役割を明確にする
とともに、教学マネジメントに関する自己
点検・評価実施要綱を定め、あわせて各セ
ンターの設置要綱を更新した。
教学関連各種委員会及びＩＲ推進センター
を含め、教育活動全般について質保証の体
制の整備に継続して努めた。
また、学生支援センターでは、令和２年度
の卒業時満足度アンケート及び休退学率を
とりまとめ、各本部・部局へ情報を提供
し、学生支援に関する質保証への取組みを
支援した。

Ⅴ　業務運営の改善に関する目標を達成するための措置 Ａ

１　組織運営の効率化及び大学運営の改善 Ａ

中　期　計　画　の　項　目 年　度　計　画　の　項　目 年　度　計　画　に　係　る　実　績

（１）組織運営 Ａ
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自己評価

■カリキュラムの変更や研究分野の重点
化・プロジェクト研究の進展など、業
務内容の変化や業務量の増減等に対応
した柔軟な教員配置を行う。

■教育研究活動の進展や教育研究活動に対す
る社会のニーズの変化を踏まえ、大講座・
研究グループの構成や人員配置について継
続的な点検・見直しを行う。

○ アグリイノベーション教育研究センターの
設置に伴い、生物資源科学部から４名の教
員を同センターに配置替えしたほか、本学
の重点研究分野である農工連携研究の推進
等のため、システム科学技術学部及び生物
資源科学部の所属教員（計10名）を兼務教
員として同センターに配置した。また、教
育研究活動の進展等を踏まえ、システム科
学技術学部情報工学科の大講座・研究グ
ループ構成の見直しについて検討を行い、
令和４年度から講座名称を変更するととも
に、研究グループ構成を一部見直すことと
した。

自己評価

①業務の高度化・複雑化に対応するた
め、教職員を対象としたＳＤ（スタッ
フ・ディベロップメント）の活動を推
進する。また、他大学等学外機関への
研修派遣や人事交流を推進するととも
に、大学の運営上必要なスキルや職員
のキャリアアップのための資格取得等
を奨励・支援する。

①業務の高度化・複雑化に対応するため、教
職員を対象としたＳＤ研修を実施する。ま
た、事務職員の学外機関主催の研修受講や
キャリアアップのための資格取得等を支援
する。

○「山形大学のＳＤＧｓの取り組み（講師：
山形大学副学長　林田光祐氏）」をテーマ
に教職員を対象としたＳＤ研修を実施（受
講者数84名）したほか、「分かりやすい説
明の仕方」をテーマに事務職員を対象とし
た研修を実施（受講者数23名）した。ま
た、秋田県自治研修所や公立大学協会等が
主催する各種研修に延べ12名の事務職員が
参加したほか、１名が自己啓発研修として
放送大学大学院修士課程開講科目を履修し
た。

②教職員の採用は公募制を原則として広
く国内外から優秀な人材を確保し、教
育研究活動の活性化を図るとともに、
将来の事務局体制を見据えた適切な職
員配置を行う。

②教職員の採用は公募制を原則として広く国
内外から優秀な人材を確保する。また、前
年度に構築した事務局体制（キャリアパ
ス）に基づき適材適所の職員配置を行う。

○公募により９名（教員７名、事務職員２
名）の教職員を新規採用するとともに、選
考により事務職員１名を新規採用した。ま
た、優秀な学内教員のキャリアアップを目
的として教員特別昇任を実施し、令和元年
度から令和４年度にかけて、学内から教授
３名、准教授２名を登用するとともに、事
務職員については、キャリア形成に配慮し
た人事異動を実施した。

③教員について人事評価結果を反映した
年俸制を継続するとともに、職員につ
いて人事評価の実効性を高めるため制
度を見直す。

③教員については、人事評価結果の年俸額へ
の反映や評価結果に基づく指導、助言を適
切に行う。また、職員については、新たな
評価制度に基づき、評価結果を年俸へ反映
させる人事評価を実施する。

○教員55名（前期評価28名、後期評価27名）
の人事評価を実施し、評価結果について各
部局の評価者を通じて被評価者へ通知する
とともに、後期評価被評価者については評
価結果を次期の年俸額に反映した。また、
職員については新たな評価制度により人事
評価を実施し、年俸改定対象者については
評価結果を年俸額へ反映させた。

中　期　計　画　の　項　目 年　度　計　画　の　項　目 年　度　計　画　に　係　る　実　績

（２）教育研究組織等の改善 Ａ

中　期　計　画　の　項　目 年　度　計　画　の　項　目 年　度　計　画　に　係　る　実　績

（３）人事管理 Ａ
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④女性教職員が能力を十分に発揮し、安
心して働き続けることができる職場環
境をつくる。

④本学独自の女性研究者支援事業を継続する
など、女性教職員のワークライフバランス
を推進する。

○育児等のライフイベントにより研究活動の
継続や研究時間の確保が困難となった研究
者を女性研究者支援員配置事業により支援
し、教員のワークライフバランスを推進し
た。また、３月に女性活躍推進セミナーを
開催し、教職員41名が参加した。

・当該年度女性研究者支援員配置事業利用
　者　４名

自己評価

自己評価

①
　

入学志願者及び入学者を確保し、主要
な自己財源である学生納付金収入を安
定的に確保する。

①学生募集に係る広報活動や高大連携事業を
効果的に実施し、入学志願者を確保する。
また、入学者選抜を適切に実施し、入学者
を確保する。

○学部・大学院・編入の全ての入試区分にお
いてインターネット出願を導入し、受験生
が出願しやすい環境の整備に努めたことも
あり、一般選抜の出願者数は前年と比較し
276名の増加となった。

②財政基盤を強化するため、外部研究資
金の獲得に向けた取組を推進する。ま
た、教育研究や学生生活の支援等の財
源に充てるため、寄附金窓口を設置し
て財源を確保する。

②外部研究資金獲得に向けた学内研究支援制
度の効果的な運用により、外部研究資金を
確保する。また、広告収入による自己財源
の確保に向けた取組を行うとともに、寄附
金に係る税額控除制度の周知など、学生生
活等の支援を目的として設置した「ふるさ
と元気創成基金」への寄附確保の取組を進
める。

○外部研究資金獲得のための呼び水として、
創造的研究、新任教員スタートアップ支援
研究等の学内研究支援制度を実施するなど
した結果、378件、975百万円の外部研究資
金を獲得した。このうち、科学研究費補助
金の獲得件数は98件、金額は194百万円と
なった。
また、本学ウェブサイト等において、学生
生活等の支援を目的とする「秋田県立大学
ふるさと元気創成基金」への募金を呼びか
けた。修学支援（奨学金）に使途を限定し
た寄附金に係る税額控除に係る証明書（総
務省及び文部科学省）の更新手続きを行
い、これが認められた。
「公立大学法人秋田県立大学における広告
事業の実施に関する規程」により、大学構
内への広告、大学ホームページへの広告、
広報誌「イスナ」、大学封筒への広告事業
を実施した。

Ⅴ　業務運営の改善に関する目標を達成するための措置

中　期　計　画　の　項　目 年　度　計　画　の　項　目 年　度　計　画　に　係　る　実　績

２　財務内容の改善 Ａ

（１）自己財源の確保 Ａ
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自己評価

①中・長期的な財政計画に基づき、人件
費を抑制するとともに、コスト意識を
もって業務の内容や処理方法を見直
し、一層の経費節減を図る。

①本学が取り組むべき分野や事業に対応した
人員配置を行いつつ、将来的な賃金上昇の
抑制を図るため、中・長期財政計画に基づ
き新たな給与制度を施行する。また、将来
の財政状況の見通しを踏まえ、計画的・継
続的に業務の合理化・効率化を進め、引き
続き経費の節減に取り組む。

○本学が取り組むべき分野や事業に対応した
人員配置を行うとともに、教員の採用にお
いては、研究グループにおける職階バラン
ス等に配慮しつつ、役員会において慎重な
検討を行った。また、キャンパス内照明設
備のＬＥＤ化や、オンライン会議の積極的
活用によるキャンパス移動の縮減など、経
費の節減に取り組んだ。

②予算編成に当たっては、法人評価、認
証評価等、各種評価の結果を適切に反
映するとともに、重点研究や地域貢献
活動などに対して戦略的に予算配分を
行う。

②予算編成に当たっては、予算編成方針を策
定し、法人評価、認証評価等、各種評価の
結果を適切に反映するとともに、重点研究
や地域貢献活動などに対して戦略的に予算
配分を行う。

○予算編成方針に基づき、既存経費の一定額
の削減を指示し、第３期中期計画に掲げた
事項の達成に向けた新規事業や「学長特別
研究プロジェクト」等のプロジェクト研究
費に予算を確保するなど、選択と集中によ
る予算編成を実施した。また、新型コロナ
ウイルス感染症への対応に必要となった予
算については、地方創生臨時交付金を活用
し、その財源を確保した。

中　期　計　画　の　項　目 年　度　計　画　の　項　目 年　度　計　画　に　係　る　実　績

（２）経費の節減 Ａ
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自己評価

自己評価

①自己点検・評価、法人評価、認証評価
等の評価結果に基づき、教育研究活動
の質保証と業務運営の改善・向上を図
る。

①自己評価委員会において、各部局等におけ
る教育研究活動や業務運営の状況を点検・
評価し、改善方策を検討する。また、部局
毎の外部評価を実施するとともに、令和４
年度に予定している大学機関別認証評価受
審に向けた準備を行う。

○ＰＤＣＡサイクルを基本とする内部質保証
システムを機能させ、行程表に基づく進行
管理を行い、自己点検・評価等を実施し
た。また、部局毎の外部評価を実施すると
ともに、自己評価委員会において令和４年
度に受審予定の大学機関別認証評価への対
応検討を行った。

②教育研究活動や業務運営について、学
生及び教職員から定期的に意見を聴取
し、得られた意見を改善に反映する。

②学生と学長との懇談会（秋田・本荘キャン
パスで開催）をはじめ、部局長会議やキャ
ンパス懇談会等において、多様なテーマを
設け教育研究や業務運営に関する意見・要
望を把握する。また、卒業予定者を対象に
在学中の大学の対応等についての満足度を
測る学生満足度アンケートを実施し、その
結果を学修支援等の改善に反映する。

○学長と学生の懇談会を本荘キャンパス・秋
田キャンパスで計３回実施し、学生の要望
の把握に努めた。
また、業務運営に関する重要案件について
は、役員会による審議の前に、部局長等連
絡調整会議やキャンパス懇談会において教
職員の意見を聴取し、意思決定プロセスの
透明化と適正の確保を図った。
加えて、卒業予定者を対象に在学中の満足
度や本学に対する意見、要望等を把握する
ため、教育支援システムを使って学生満足
度アンケートを実施し、その結果を大学運
営に反映させた。
〈学生満足度アンケート実施状況〉(再掲)
　・令和４年２～３月、学部卒業生を対象
　　に実施
　・回答者数：205名（回答率　52.6％）

Ⅴ　業務運営の改善に関する目標を達成するための措置

中　期　計　画　の　項　目 年　度　計　画　の　項　目 年　度　計　画　に　係　る　実　績

３　自己点検・評価等の実施及び情報発信 Ａ

（１）自己点検・評価等 Ａ
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自己評価

①教育研究の成果や地域貢献の取組等の
広報資源としての価値を見直し、これ
らを効果的に情報発信するなど、本学
のプレゼンス向上を志向した広報戦略
を展開する。

①本学のプレゼンス向上に向けて、ＳＮＳア
カウントの運用に加え、ＳＮＳ広告などＳ
ＮＳマーケティングの手法を導入して大学
情報を発信するとともに、引き続きプレス
リリースやウェブサイト、各種パンフレッ
トなど多様な広報媒体を駆使した広報を展
開する。

  

○情報を届けたい対象や情報の内容等に応じ
て、各種パンフレットや広報誌、ウェブサ
イト、動画コンテンツ、ＳＮＳなど様々な
広報媒体を相互に連携させ、複合的に情報
を発信した。特に、オンライン授業への取
り組みや授業風景など、より視覚的・直感
的に伝える動画コンテンツを新たに制作し
ＳＮＳ等で効果的に配信した。また、オン
ラインによる記者会見や取材対応など、非
対面型のメディアリレーションズにより、
広く情報を発信した。

②法令に基づく情報の公表はもとより、
各種評価結果などの本学に関する情報
について、ウェブサイトなど多様な媒
体を通じて積極的に発信する。

②大学運営に関する計画や財政状況、教育研
究活動の状況、秋田県地方独立行政法人評
価委員会等による評価結果などについて、
ウェブサイトや広報誌等を通じて積極的に
発信する。

○法令に基づく情報の公表はもとより、大学
運営に関する計画、財政状況、秋田県地方
独立行政法人評価委員会による各評価結果
等について、ウェブサイトをはじめ、パン
フレット等を活用して積極的に情報発信し
た。また、新たに設置したＳＤＧｓ推進会
議において、「ＳＤＧｓ達成に向けた宣言
書」を決定し、秋田県のＳＤＧｓパート
ナーに登録・公表した。

中　期　計　画　の　項　目 年　度　計　画　の　項　目 年　度　計　画　に　係　る　実　績

（２）大学情報の発信 Ａ
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自己評価

自己評価

①防災や安全衛生管理に関する規程及び
マニュアルに基づき、安全管理体制の
充実を図るとともに、安全確保に必要
な情報の発信や、各種研修、防災避難
訓練等を実施する。

①安全衛生管理に関する講習会を開催すると
ともに、各キャンパスで防災避難訓練を実
施する。また、大規模地震等の発生時に対
応するための業務継続計画で定めた緊急連
絡網による参集訓練を実施する。

○産業医による安全衛生講習会など安全衛生
に係る各種講習会を開催したほか、施設に
おける新型コロナウイルス感染症の感染防
止措置を講じた。また、各キャンパスにお
いて感染防止の観点から規模を縮小のうえ
防災避難訓練を実施し、安全衛生委員を中
心に避難経路の確認のほか、避難器具や消
防設備の使用方法などを確認した。(講避難
訓練参加者109名)
業務継続計画で定めた大規模地震等の発生
時における対応については、秋田キャンパ
スにおいて早朝参集訓練として、緊急連絡
網による自宅からの徒歩等による参集を実
施した。

②学生及び教職員の健康管理を支援する
ための取組を推進するとともに、スト
レスのない良好なキャンパス環境を目
指し、ハラスメント防止対策等を講ず
る。

②学生・教職員に対して、新型コロナウイル
ス感染症に関する情報を含め、心身の健康
を保ち、健康増進のために必要な情報を保
健室や学生相談室等から発信する。また、
ストレスのない良好なキャンパス環境を形
成するため、学生・教職員を対象としたハ
ラスメント防止対策セミナーを開催する。

○新型コロナウイルス感染症の理解のため能
代保健所長による学生向け講演を開催し、
心身の健康に有益な情報を保健室等から学
生・教職員に対して周知した。加えて、感
染拡大防止に向けた措置として、ワクチン
の職域接種へ積極的に参加し、会場までの
移動手段の確保等、接種を受けやすい環境
を整えた。
また、全教職員を対象にハラスメント防止
研修（ｅラーニング）を実施し、最近のハ
ラスメント問題の特徴、ハラスメントの実
態を学び、ハラスメントの防止等について
啓発を行った（受講者数147名）。

Ⅴ　業務運営の改善に関する目標を達成するための措置

中　期　計　画　の　項　目 年　度　計　画　の　項　目 年　度　計　画　に　係　る　実　績

４　その他業務運営に関する事項　 Ａ

（１）安全等管理体制の充実 Ａ
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自己評価

①老朽化した施設・設備・機器の計画的
な更新を行うほか、学術の発展動向や
地域のニーズに対応した新たな設備・
機器の導入を図る。

①前年度に策定した個別施設計画に基づき、
施設の長寿命化を図るための整備を行うと
ともに、老朽化した施設・設備・機器の計
画的な更新を行う。また、学術の発展動向
や地域のニーズに対応した新たな設備・機
器の導入を図る。

○施設の長寿命化を図るため、施設・設備の
整備計画を見直した。また、秋田県の施設
整備費等補助金により、秋田キャンパス、
本荘キャンパス及び木材高度加工研究所の
火災報知器を更新したほか、研究機器の更
新を行った。
加えて、目的積立金を活用し、各キャンパ
スにおいて老朽化した施設・設備の改修を
行った。

②法令や各種ガイドラインを遵守し、施
設・設備の保守管理と安全点検を実施
する。また、施設毎の保全計画を策定
し、施設の長寿命化を図るための取組
を推進する。

②　法令や各種ガイドラインを遵守し、施
設・設備の保守管理と安全点検を適切に実
施する。また、前年度に策定した施設の長
寿命化を図るための個別施設計画につい
て、随時の見直しを行う。

○業者委託による施設・設備の保守点検を定
期的に実施したほか、安全衛生委員会が
キャンパスパトロールを行い、安全衛生環
境が適切に保たれているか点検した。ま
た、個別施設計画に令和３年度中の施設・
設備の改修状況を反映し内容を更新した。

中　期　計　画　の　項　目 年　度　計　画　の　項　目 年　度　計　画　に　係　る　実　績

（２）教育研究環境の整備 Ａ

（単位：千円）

整備内容等 実績額 財源

秋田キャンパス、本荘キャン
パス、木材高度加工研究所
自動火災報知設備更新

131,756 施設設備費等補助金

生物資源科学部
共焦点レーザー顕微鏡設置

35,970  施設設備費等補助金

合計 167,726 
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自己評価

■情報セキュリティポリシーに基づき、
物理的側面及び人的側面の双方におい
て情報セキュリティ対策を強化すると
ともに、不正アクセス等から情報シス
テムを保護するための技術的セキュリ
ティ対策を講ずる。

●情報セキュリティ体制を強化するため、情
報セキュリティが適正に維持･運用されて
いるかについて、学内に常駐する情報セ
キュリティ委託業者及びネットワーク回線
保守業者と定期的に検証会を開催する。ま
た、全学的な情報セキュリティ意識の向上
を図るため、教職員及び学生向けに開催し
ている情報セキュリティ対策に関する講習
会を継続して開催する。

○情報セキュリティ委託業者と、情報セキュ
リティの運用や他大学のセキュリティイン
シデント事例について検証会（計12回）を
開催したほか、情報セキュリティ委員会に
おいてセキュリティインシデント発生時の
緊急対応計画や連絡体制等について確認し
た。また、教職員･学生を対象に標的型メー
ル訓練を開催した。

自己評価

①法令等を遵守した適切な業務執行の確
保、研究費の不正防止、その他業務の
適正を確保するための体制を整備し、
コンプライアンスを徹底する。

①法令等を遵守した適切な業務執行を確保す
るため、法令改正をはじめとする各制度の
改正等に適切に対応するとともに、各業務
における自己点検や承認手続等によりコン
プライアンスの徹底を図る。

○研究活動の不正防止計画に基づく監査、財
務事務検討会（オンライン）、ハラスメン
ト防止研修（ｅラーニング）の実施等によ
り、コンプライアンスの徹底を図った。

②内部監査計画に基づく内部監査を毎年
度実施するとともに、効果的な監査を
実施するため担当職員の研修を行う。

②内部監査計画に基づき、法人業務全般につ
いて内部監査を実施する。

○内部監査計画に基づき、各キャンパスの
チームリーダーが他のキャンパスの内部監
査を行い、改善・検討事項を検証し、全学
で情報を共有した。

③研究不正の防止に向け、本学研究倫理
規範や関係省庁のガイドライン等に基
づき、研究活動に関わる教職員及び学
生への研究倫理教育を実施する。

③研究不正の防止に向け、本学の研究倫理規
範や関係省庁のガイドライン等に基づき、
研究活動に関わる教職員及び学生への研究
倫理教育を実施する。

○新規採用教員や研究活動等に携わる職員を
対象とした「研究活動の適正な実施に向け
た説明会」を開催するとともに、日本学術
振興会が提供する研究倫理ｅラーニング
「エルコア」の受講を義務付けた（修了者
36名）。学生に対しては、両研究科博士課
程前期における「科学技術と倫理」講義で
研究倫理教育を実施した。

年　度　計　画　に　係　る　実　績

中　期　計　画　の　項　目 年　度　計　画　の　項　目 年　度　計　画　に　係　る　実　績

（４）コンプライアンスの徹底 Ａ

（３）情報セキュリティ対策の強化 Ａ

中　期　計　画　の　項　目 年　度　計　画　の　項　目
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自己評価

自己評価

　　　平成30年度～令和５年度 　令和３年度 　令和３年度
（単位：百万円） （単位：百万円） （単位：百万円）

 運営費交付金  運営費交付金  運営費交付金

 施設整備費等補助金  施設整備費等補助金  施設整備費等補助金

 諸補助金  諸補助金  諸補助金

 自己収入  自己収入  自己収入

   授業料等収入    授業料等収入    授業料等収入

   その他収入    その他収入    その他収入

 受託研究等収入  受託研究等収入  受託研究等収入

 寄附金収入  寄附金収入  寄附金収入

 業務費 目的積立金取崩額 目的積立金取崩額

 　教育研究経費

 　一般管理費

 施設整備費  　教育研究経費  　教育研究経費

 受託研究等経費  　一般管理費  　一般管理費

 寄附金事業費  施設整備費  施設整備費

 人件費  受託研究等経費  受託研究等経費

 寄附金事業費  寄附金事業費

 人件費  人件費

■ ● ○

Ⅵ　予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画 Ａ

中　　期　　計　　画　　の　　項　　目 年　度　計　画　の　項　目 年　度　計　画　に　係　る　実　績

１　予算

区　　　　　　　分 金　額 区　　　　　　　分 金　額 区　　　　　　　分 金　額

収
　
　
入

21,202

収
　
　
入

3,499   

収
　
　
入

3,499

228 167 153

35 96      508

8,340 1,438   1,461

6,814 1,189   1,192

188

1,526 249     269

1,034 149     215

6,151

2,570

122 24      43

計 30,961 前中期目標期間繰越積立金取崩額 33      前中期目標期間繰越積立金取崩額

 業務費 2,562
支
　
　
出

11,129 0 80

8,559 計 5,410   計

228 1,492   2,162

1,034 495     400
支
　
　
出

 業務費 1,988   

支
　
　
出

122 167 153

18,448 149     202

計 30,961 24      31

3,080   2,875

計 5,410   計 5,825

　［人件費の見積り］
期間中総額 18,448百万円を支出する。
なお、人件費は、役員報酬、教職員年俸
並びに法定福利費等に係るものである。

3,080百万円を支出する。なお、人件費は、
役員報酬、教職員年俸並びに法定福利費等
に係るものである。

2,875百万円を支出した。なお、この額は役
員報酬、教職員年俸及び法定福利費並びに
退職手当に係るものである。

（注）運営費交付金については、一定の仮
定の下に交付金算定ルールに基づき試算し
たものであり、各事業年度の交付金の額に
ついては、県の予算編成過程において決定
される。

※金額は、百万円未満を切り捨てて表示し
ているため合計は必ずしも一致しない。
（「２収支計画」及び「３資金計画」も同
様。）

※金額は、百万円未満を切り捨てて表示し
ているため合計は必ずしも一致しない。
（「２収支計計画」及び「３資金計画」も
同様。）
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自己評価

　　　平成30年度～令和５年度 　令和３年度 　令和３年度
（単位：百万円） （単位：百万円） （単位：百万円）

　費用の部 　費用の部

　　経常経費 　　経常経費 　　経常経費

　　　業務費

　　　　教育研究経費

　　　　受託研究等経費

　　　　人件費

　　　一般管理費

　　　その他費用

　　　減価償却費

　　臨時損失

　収益の部

　　経常収益

　　　授業料等収益

　　　受託研究等収益

　　　寄附金収益

　　　補助金等収益

　　　その他収益

　　　資産見返負債戻入

　　臨時利益

　純利益

　総利益

中　　期　　計　　画　　の　　項　　目 年　度　計　画　の　項　目 年　度　計　画　に　係　る　実　績

２　収支計画

区　　　　　　　　　分 金　　額 区　　　　　　　　　分 金　　額 区　　　　　　　　　分 金　　額

　費用の部 31,141 5,251 5,337

31,141 5,251 5,268

27,192 　　　業務費 4,551 　　　業務費 4,445

7,710 　　　　教育研究経費 1,322 　　　　教育研究経費 1,396

1,034 　　　　受託研究等経費 149 　　　　受託研究等経費 153

18,448 　　　　人件費 3,080 　　　　人件費 2,895

2,569 　　　一般管理費 495 　　　一般管理費 567

12 　　　その他費用 2 　　　その他費用 2

1,368 　　　減価償却費 202 　　　減価償却費 252

0 　　臨時損失 0 　　臨時損失 68

31,141 　収益の部 5,251 　収益の部 5,511

31,141 　　経常収益 5,251 　　経常収益 5,484

　　　運営費交付金収益 21,202 　　　運営費交付金収益 3,499 　　　運営費交付金収益 3,492

5,854 　　　授業料等収益 1,029 　　　授業料等収益 1,053

1,034 　　　受託研究等収益 149 　　　受託研究等収益 207

122 　　　寄附金収益 24 　　　寄附金収益 29

35 　　　補助金等収益 96 　　　補助金等収益 256

1,526 　　　その他収益 249 　　　その他収益 269

1,368 　　　資産見返負債戻入 202 　　　資産見返負債戻入 174

0 　　臨時利益 0 　　臨時利益 26

0 　純利益 0 　純利益 173

0 　総利益 0 　総利益 255
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自己評価

　　　平成30年度～令和５年度 　令和３年度 　令和３年度
（単位：百万円） （単位：百万円） （単位：百万円）

　資金支出 　資金支出 　資金支出

　　業務活動による支出 　　業務活動による支出 　　業務活動による支出

　　投資活動による支出 　　投資活動による支出 　　投資活動による支出

　　財務活動による支出 　　財務活動による支出 　　財務活動による支出

　　次期中期目標期間への繰越金

　資金収入 　資金収入 　資金収入

　　業務活動による収入 　　業務活動による収入 　　業務活動による収入

　　　運営費交付金による収入 　　　運営費交付金による収入 　　　運営費交付金による収入

　　　授業料等による収入 　　　授業料等による収入 　　　授業料等による収入

　　　受託研究等による収入 　　　受託研究等による収入 　　　受託研究等による収入

　　　寄附金による収入

　　　補助金等による収入 　　　補助金等による収入 　　　補助金等による収入

　　　その他の収入 　　　その他の収入 　　　その他の収入

　　投資活動による収入

　　　施設費による収入

　　　その他の収入

　　財務活動による収入 　　財務活動による収入 　　財務活動による収入

　　前中期目標期間からの繰越金 　　前年度からの繰越金 　　前年度からの繰越金0 0 1,220

1 　　　その他の収入 0 　　　その他の収入 0

0 0 0

229 　　投資活動による収入 167 　　投資活動による収入 187

228 　　　施設費による収入 167 　　　施設費による収入 187

35 96 525

1,525 249 272

1,034 149 201

122 　　　寄附金による収入 24 　　　寄附金による収入 43

21,202 3,499 3,499

6,814 1,189 1,095

30,961 5,376 7,046

30,732 5,208 5,638

300 50 43

0 　　次年度への繰越金 0 　　次年度への繰越金 1,389

5,376 7,046

29,383 4,984 4,948

1,278 342 665

３　資金計画

区　　　　　　　　　分 金　　額 区　　　　　　　　　分 金　　額 区　　　　　　　　　分 金　　額

30,961

中　　期　　計　　画　　の　　項　　目 年　度　計　画　の　項　目 年　度　計　画　に　係　る　実　績
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自己評価

自己評価

■ ● ○

自己評価

自己評価

■ ● ○

自己評価

自己評価

■ ● ○

中　　期　　計　　画　　の　　項　　目 年　度　計　画　の　項　目 年　度　計　画　に　係　る　実　績

Ⅶ　短期借入金の限度額 －

運営費交付金等の受入れ遅延等に対応す
るため、短期借入金の限度額を４億５千
万円（予算収入総額の１か月相当額）と
する。

運営費交付金等の受入れ遅延等に対応する
ため、短期借入金の限度額を４億５千万円
とする。

借り入れ実績なし

Ⅷ　出資等に係る不要財産等の処分に関する計画 －

中　　期　　計　　画　　の　　項　　目 年　度　計　画　の　項　目 年　度　計　画　に　係　る　実　績

なし なし なし

Ⅸ　重要な財産の譲渡等に関する計画 －

中　　期　　計　　画　　の　　項　　目 年　度　計　画　の　項　目 年　度　計　画　に　係　る　実　績

なし なし なし
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自己評価

自己評価

■ ● ○

Ⅹ　剰余金の使途 Ａ

中　　期　　計　　画　　の　　項　　目 年　度　計　画　の　項　目 年　度　計　画　に　係　る　実　績

剰余金は、教育研究の質の向上、組織運
営及び施設設備の改善を図るための経費
に充てる。

剰余金は、教育研究の質の向上、組織運営
及び施設設備の改善を図るための経費に充
てる。

積立金の使途計画に従い、次のとおり実施
した。

(単位：千円)

整備内容等 実績額

秋田キャンパス
学部棟Ⅱ照明設備改修

9,680     

秋田キャンパス
特別実験棟γ線エリアモニタ更新

5,379     

秋田キャンパス
防犯カメラ設備改修

3,793     

秋田キャンパス
大学院棟等洗面器自動水栓改修

9,249     

秋田キャンパス
管理棟トイレ設備改修

9,790     

本荘キャンパス
特別実験棟消火設備改修

9,130     

本荘キャンパス
特別実験棟Ｙストレーナ改修

880       

本荘キャンパス
学部棟Ⅰ･Ⅱ洗面器自動水栓改修

6,513     

本荘キャンパス
共通施設棟等洗面器自動水栓改修

5,829     

本荘キャンパス
大学院棟等洗面器自動水栓改修

5,478     

本荘キャンパス
学部棟Ⅰ６階手摺嵩上げ改修

4,678     

本荘キャンパス
エレベーター照明設備改修

770       

本荘キャンパス
図書館内空気循環設備改修

5,005     

本荘キャンパス
体育施設棟１階ガラス戸改修

1,232     

本荘キャンパス
地上デジタル波受信設備改修

2,640     

合　　計 80,046    
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自己評価

自己評価

■ ● ○

Ⅺ　法第４０条第４項の規定により業務の財源に充てることができる積立金の処分に関する計画 Ａ

中　　期　　計　　画　　の　　項　　目 年　度　計　画　の　項　目 年　度　計　画　に　係　る　実　績

積立金は、教育研究の推進及び学生生活
の充実を図るための施設、設備、備品等
の整備に関する経費並びに本中期計画に
おいて重点的に推進する研究プロジェク
トに要する経費に充てる。

積立金は、本中期計画において重点的に推
進する研究プロジェクトに要する経費並び
に必要に応じ、教育研究の推進及び学生生
活の充実を図るための施設、設備、備品等
の整備に関する経費に充てる。

積立金の使途計画に従い、次のとおり実施
した。

(単位：千円)

整備内容等 実績額

大潟キャンパス
中講義室雨漏れ屋根改修

1,518     

大潟キャンパス
学生寮浴室改修

2,178     

大潟キャンパス
学生運搬用バスドライブレコーダー取付
工事

1,013     

大潟キャンパス
小用水路（６区３号、４号）改修

8,327     

大潟キャンパス
水田圃場（７区11号、12号）暗渠改修

4,848     

大潟キャンパス温室ボイラータンク・配
管等改修

8,690     

大潟キャンパス
学生寮真空遮断器改修

2,618     

大潟キャンパス
学生玄関ドア改修

780       

大潟キャンパス
気中開閉器更新

1,705     

大潟キャンパス
本館洗面器自動水栓改修

2,178     

木材高度加工研究所
南棟・北棟出入口ドア更新

2,617     

木材高度加工研究所
電子顕微鏡室空調設備更新

671       

木材高度加工研究所
自動制御設備センター装置等更新

2,123     

木材高度加工研究所
空調設備更新

1,804     

木材高度加工研究所
本館３階会議室照明設備改修

1,096     

木材高度加工研究所
研究棟３階ラウンジ木製建具改修

1,045     
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(単位：千円)

整備内容等 実績額

システム科学技術学部
3Dプリンタ更新

9,856     

システム科学技術学部
ICP発光分光分析装置更新

9,834     

システム科学技術学部
高速スイッチボックス一式更新

8,546     

システム科学技術学部
建築材料試験室空調機器一式更新

6,666     

システム科学技術学部
動的粘弾性測定装置RSA-G2用電気冷凍機
更新

7,163     

システム科学技術学部
三次元ハイスピード数値流体解析装置更
新

8,688     

システム科学技術学部
PIV計測機器一式更新

5,370     

生物資源科学部
高速液体クロマトグラフィー更新

6,171     

生物資源科学部
クリオスタット更新

5,060     

生物資源科学部
ＧＣ用ヘッドスペースオートサンプラー
システム更新

5,742     

生物資源科学部
防爆冷蔵庫更新

1,584     

生物資源科学部
グロースチャンバー（照明付きインキュ
ベーター）更新

1,372     

生物資源科学部
微量化学物質実験室用空調電気ヒーター
更新

3,630     

生物資源科学部
示差走査熱量計（DSC）更新

3,575     

生物資源科学部
マルチプレートリーダー更新

5,830     

生物資源科学部
微量高速冷却遠心機更新

1,021     

生物資源科学部
ゲル撮影装置更新

1,471     

生物資源科学部
回転式ミクロトーム更新

2,307     

生物資源科学部
冷蔵庫更新

990       

生物資源科学部
卓上型超遠心機更新

4,345     

生物資源科学部
グロースチャンバー更新

1,859     

木材高度加工研究所
液体窒素生成装置更新

7,645     

木材高度加工研究所
研究用蒸気ボイラ配管更新

7,260     

学長特別研究プロジェクト
（Ｒ３年度採択分）

29,182    

合　　計 188,376   
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